
中央社会保険医療協議会 総会座席表   

日時：平成21年9月18日（金）9＝45（目途）～10：30（目途）  

会場：全国都市会館第2会議室（3階）  

中央社会保険医療協議会総会（第149回）議事次第  

平成21年9月18日（金）   

於 全国都市会館  

議 題  

0 医療機器の保険適用について  

○ 臨床検査の保険適用について  

○ 先進医療専門家会議の報告について  

O DPCについて  

・ D PCからの退出について  

○ その他   



製品概要  
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1 販売名  TALENT胸部ネテントグラフトシステム（エクステンション）   

2 希望業者  日本メドトロニッタ株式会社   

3 構造・原理  本品は既に胸部下行動脈癌の治療に使用することが認められているステント  

グラフト（メイン部分、長さ13cm）に対し、その留置を補助する目的で使用す  

るステントグラフト（補助部分、長さ8cm）である。  

ベアスプリング構造：分岐血管を阻害しない  

＼   

【那‾ 

・  

、∠－、  

補助部分  

（本品）   
＼ メイン部分（既収職）  

使用（例）  

また本品の矧こはワイヤーが伸びており、血管の分岐が近い部位での動脈癌  
に対しても使用できるように設計されている（ベアスプリング柵造）   

4 使用目的  

留置し、血流から動脈癌を遮断すると同時に、患者の血管内において代替血管  

としての役割を果たすものである。本品は、メイン部分のみでは長さが足りず  

に大動脈癌を掛、きれない場合や血管の太さが変わり、ステントの径を変更す  
る必要のある場合に追加して使用する。  

※本シ云テムは、以下の解剖学的条件をいずれも満たす患者へ使用する。  

（1）腸骨動脈及び大腿動脈は、サイズ、形態等が血管アクセス法、デリバリーシステムの挿  
入及び各種併用カテーテルの使用に適していること。  

（2）動脈癌の中枢側及び末梢側に以下の癌化していない正常な大動脈血管があること。  
①大動脈径が18～42mm  

②正常部血管の長さが20mm以上  

（3）ステントグラフトのグラフトで覆われた部分の中枢端が左総頚働脈起始部にかからない  

こと。  
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価格調整の資料  
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TALENT胸部ステントグラフトシステム（エクステンション）  

諸外国におけるリストプライス  

○アメリカ合衆国   555，500円（5，500 ドル）   

○連合王国  261，000円（1，500 ポンド）   

○ドイツ  728，640円（5，060 ユーロ）   

○フランス  252，000円（1，750 ユーロ）  
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○為替レート（2008年6月～2009年5月の日銀による為替レートの平均）   

1米ドル ＝   101円   

1英ポンド＝   174円  

1ユーロ  ＝   144円  

○外国平均価格 449，285円  

＝（555，500円＋261，000円＋728，640円＋252，000円）÷4   

※上記諸外国（米、英、独、仏 4カ国）の平均販売価格から平均を算出した。   

○価格（案）   

保険医療材料専門組織における検討の結果、蚕吼000円と設定した。この価格は、外国平均価   

格449，285円のq64倍に相当する。  
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製品概要  

1 販売名   アンジオスカルプトPTAバルーンカテーテル   

2 希望業者  USCIジャパン株式会社   

3 構造・原理   
（′くルーン拡弓l時）  

レ‾ン カテルシャフト 

i凰l三マーカー・  

レくルーン収l砺時）  

太晶は一般的なバルーンカテーテルのバルーン上にニチノール製（N卜Ti合  

金）の部品（スコアリ 

簿雛轟孝幸√  

ニさ≦≡⊇茎菩岩室≒喜表；ト【－≡言＝弓i臣   

ニチノール製ワ        スコアリングエレメントとはレーザー切削によ  

イヤーであり、ポリアミド製ノ1ル⊥ ンの上を取り囲むようにらせん状のストラ  

ツトを形成している。このスコアリングエレメントにより拡脚寺のスリップを  

軽減する。  

一勺 5．．■．．．＿＿⊇⊆言■■■llヽ′ 塾一事跳‾ ノヽ′    ▼   
4 使用目的  経度的血管形成術（PTA）における狭窄性血管（動脈、静脈）又は透析シ  

ヤント（ただし、人工血管によるグラフトを除く）の狭窄部の拡張及びステン  

ト留置時の後拡張において、一般型バルー ンカテーテルではスリッピシグ等を  

起こして十分な拡張が得られないと想定される病変に対して使用する。   

価格調整の資料  

アンジオスカルプトPTAバルーンカテーテル  

諸外国におけるリストプライス  

○アメリカ合衆国  91，261円（903．57 ドル）   

○連合王国  135，471円（778．57 ポンド）   

○ドイツ  未発売   

○フランス  未発売  

○為替レート（2008年6月～2009年5月の日銀による為替レートの平均）   

1米ドル ＝   101円   

1英ポンド＝   174円   

1ユーロ  144円  

○外国平均価格113，366円  

＝（91，261円＋135，471円）÷2   

※上記諸外国（米、英 2カ国）の平均販売価格から平均を算出した。  

○価格（案）   

保険医療材料専門組織における検討の結果、118，000円と設定した。この価   

格は、外国平均価格113，366円のI．04倍に相当する。  

（●一占〕   

r▲  
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矧こ凱、て包括的に評価さ九ている区分） 
（別鮒   

㌢‖008ZZ（氾88：】AO4  日  木精株阿暮株式会社  
211008ZZO888：IAO5  レス  ヒ‾－んブうスー3し   
211808Zヱ00tI83AO8  レスビール7◆ぅスー3S   
211008Zヱ00883AO7  オ  

211088ZZO8683AO8  オ  
㌢‖08B三三80883A馴  サンソメイト3A   
21108巳ZZ00803AO2  0，メイト3S   
211（】8BZZOO883AO：l  

218008ZZOO   日本何棟陶業株式会社  酸兼供給装置（【〉  
2†8008Zヱ00499AO2  

220A18ZXOOOヰ7   ルター1ルl株式会社  
220A18ZX000ヰ9   

隠間波治凛畿  
イントリハIt式会社  低価濱光一暮蟹  

22tOOBZX00526000  t≡メディカルシステムス■株式会社  治丑用杓子加讃尊書（Ⅱ）  

22t008Z）く00788000   
式食事土  筋t書十（Ⅰ）  

22（）AIB之XO   j帽晋靂白内l■手術霧訂   
221008ZXOO822000  
22100BZX00   

日本橋‖凱■蒼株式会社  
シ■ヨンソン・エンl∴ゾヨンソン株式会社  

農ポ川爪自由行動下血圧靂十  
β晋耳手書薪繋   

22   l■庄託十  

22tOO巳ZXOO876（】00   
株式舎‡土＝テ■ヮク  

221008ZXOO877000  
在宅人工岬岨駕（Ⅲ）  

タイコヘルスケアゾ車＼▼ンIt式金手土  

芯   
井手人工Rl岨繋（Ⅲ）   

日  
221ÅA白ZXOO124000  

人工呵叫鋸雉  
日   CTI■■乏聾丁■  

221Ae8   オ  ハースメデ′わん  ス子ムス●株式全i士   内I■王I  

221A88ZX   オ  
221AE旧Z）（DOtlt000  オ   

内†l廿  

221A8   オ  ハ■スノテ‘ィ力ん  ステムスー1彙武舎】叶   内？■l●  

・＝＝ ●●   かルハ■スノディ力ん  内711I  
221AC白ZXOOOT：】∝帝  

22†AD8   フウ  
221AG8ZXOO柑コ000  

心一匹】‖‖  
キヤ   臍狂ゎメう‖‖  

・＝   株主一会事土スス■ヶン  
22AG   

心■上田‖＝   

ケアストリームヘんス  子●ゾ列し腱†■ 
221A旧ZXOOO44000   

化処理芽覆  
スター・フロダクト株  ハ■ルスオキシメータ   

料価欄として個別に評価されている区分）     保険適用開始年     月日・平成21年9月1日   

Ot；1固定用内  分      l■■儀描I  
2り008ZZOOO一＝000  ナカシマメディカル株式会社  
21800日ZZ（氾223000   ナカソマメ丁イ加株式冨社  

Y†6．800   

059オフション   

2†丁∝）8ZYOO237000  ＿フロ株式丁一書  

Y7ヰ．800   

qO2在宅中心  
219（対日ZZ∝旧35AOt  05丁人工般Ⅷ1   

Yl．9コ0  

22000BZXOOt30（】00   
（t）す闊側材料川日書形成用カップ（＝  

ナカソマメ丁川ル株  式会社  
Y185．000   

08＝匡l軍用内i  疇子（フレート）（2）ストレートフレート（生体用合金トL）  
220AIBZXOOO82000  ヴィーナスハ7ルトー、げ  」ゝ  

－35．800   

t27人工心肺  
220AIBZX00096000  マッケ・シ▼ヤハ▼ン株   

Y20．900  
127人工心肺   

221008ZIOOOO9000  メトエルソヤハノ株式会社  090人工内E用布‖倖  
ー18．100   

22100日ZI∝）010000  メト土ルシ‘ヤハーン株式会社  
（t）人工内E用インプラント（t権及びせ信一剰淵儒）   

090人工内互用材魁 
Vt．580．0【）0   

221008Zl00O10800  
（2）人工内E用音■信号処理羞■  ￥1．060．000  

090人工内E  用材   魁（3）人工内耳用ヘッドセット仰マイクロホン  
●●＝……●●  OgO人工内耳用材    料 

Y38．500  
（3）人工内耳用ヘッドセット〔21謀慣コイル  

221008Z】00010000  090人工内耳用材    料 
￥10．800  

＝；…●……  
（コ）人工内耳用ヘッドセット（31送憺ケーブル  

090人工内E用材    料 
Y2．700   

221∝）BZ】0001㈹0  
（3）人工内ヱ用ヘッドセット（4）マケネット  ￥丁．710   

22†008ZX∝125800（）  
（3）人工内耳用ヘッドセット（引！妻練ケーブル  

株式会社ロ／l■－トリート’商会  
Y4．570  

090人工内耳用材料 059オプション納品（3）人エⅧ新聞定磯化 

…；…：●●●  
都鳥  ￥16800  

221（氾8ZXOO258000   
058人工瞬間節用材料（3）照査サ材料（11機番曽覆指用材料（Ⅰ）  ・‘■…   
058人工諮l肌箭  （Ⅰ）  ￥210．000   

材料‖）大愚書爛材料川 
株式会社JIMRO  

Y338．000  
05日人工紐ⅣI箭   

●●；●●こ……   
￥258．000   

スエス・7ノー∴わユーユノトスコヒ一株式会庖  
221（氾8ZXOO825（】00  

｝38．800   

▼・■ゝ  
221008ZXOO828000  081匿Ⅰ冒用内ヱ明 

￥18．900  

子（  

221008ZXOO828000   
￥159．000  

8引払重用内11千（プレー  

22100日ZXO8830∝氾  133血I■内手術  用 
￥17200  

カテーテル（8）オクリュージョンカテーテル（1）欄造型  
221∝I8Z）く008390001   

￥19．900   

221008ZXOO852000   
用（2）形状付加型   ￥19．100   

221008ZXOO855000  株式会社メテ■ィ加レユ⊥アンド工イ  
Y63．800  

q60鮒軍用内■q子（スクリュー）（8）その他のスクリュー∽攫坤型ア小型スクリュー（頚暮廿・顔面上下顎骨用）  
221008ZXOO855000  

一i●  
08I頭重用内lけ（フレヰ）（8）その他のプレ→・①け遭ア牒け、山暮書、Il鷹t．上下顎サ用iスルート卦真砂型  

22100BZXOO855000  
￥17．200  

0引協定用円1づ子（フレヰ）（9）その他のフレート①欄博ア挿↑．醐暮す」腋面書上下顎骨用iiメッシュ聖  

221008Z〉く08855800   
羊104．000   

061【訂軍用内i  
084脊椎園冒用   

Y22．700  
221008Z）く00881000  
22100BZXOO88】000   

（1）瞥雷tロッド  ￥52．800   

22†∝IBZXOO881000  
Y78．800  

221008ZXOO881000  

22100日ZXOO881000  
22100BZXOO862000  

22100BZXOO882tX〉0  
Z21008ZX80882000  
221008ZXOO882000   
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区分B（個別評価）（材料価格として個別に詳価さ九 

I49．000  
￥75500   

… ●…   

￥138．000   

221008ZXOO887000   
221008ZXOO888000  

￥e99  

￥699   

2．歯科  

区分B（個別評価＝材料価格と る区分）保鹸適用湘始年月日‥平鹿2惟9月1日  

219AF8ZXO∝121（氾0  シグナデール   ll化学工霊I蚤≡正，三社  
■t】■t   広分   

03S  
221AA8ZXM50000  株式会闇シ’－シー子ン，ルフ‾ロケクツ  027   

6茶1】岨‡619  

221AA8Zズ000SO∝旧  
8本1媚Il．793  

221AA8ZXO0050∝氾  
6太1絹￥1＿7！13  

221AA【】ZXO∝150000   
8本1】旧約86   

221AF8ZXOOO2刃00  
8末1】岨I9引；  

221A】8ZX00028000   
1どI704   

221AK8乙く0（氾99∝旧   
1丘r704   

221AK白ヱXO0108∞0  
1g￥89  

221AKBZXOOlOlOOO   
1慮￥106  

1g￥186   

（⊃   
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保険適用希望のあった新規の検査項目の概要  

○ 淋菌およびクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査   

区 分：E2（新方法）（測定方法が新しい項目）   

測定内容二核酸増幅法による淋菌及びクラミジアトラコマチスの検出  

従来から尿、子宮頸管擦過物及び男性尿道擦過物が測定可能であっ  

たが、今回咽頭擦過物においても測定可軍となった。  

本法は核酸増幅法としてTMA（TranscriptlOnMediatedAmpllflCation）法を  

用い、検出法としてHPA（HybridlZationProtectionAssay）法及びDKA（Dual  

Kinetic Assay）法を組み合わせる。   

主な対象：淋菌及びクラミジアの重複感染が疑われる患者に対して使用する。   

有用性：咽頭感染者等の早期診断、早期治療。淋菌またはクラミジアの感染  

者における重複感染の見落とし防止等。   

参考 ：クラミジアトラコマチス（Chla。Tydia trach。matlS）および淋菌（Neisseria  

gonorrhoeae）による感染は男性では尿道炎、女性では子宮頚管炎として発症する  

が、多数の無症候保菌者も存在し、近年世界的な蔓延が指摘されている性感染症  

（STD＝Sexuallytransmltteddiseases）である。両感染症は無治療で放冊すると、  

クラミジアトラコマチス、淋菌ともに男性では精巣上体炎、前立腺炎に、女性では  

子宮頸管炎、さらには子宮休部炎、卵管炎、骨盤腹膜炎に進行することや、クラミ  

ジアトラコマチスでは感染妊婦からの垂直感染による新生児結膜炎、咽頭炎、肺炎  

を発症することが知られている。  

近年では性行動様式の多様化により、クラミジアトラコマチス、淋菌の咽頭感染  

が増加しており、これらの多くが無症候であること、淋菌では薬剤耐性菌が蔓延し  

ていることなどから、咽頭での検査法、治療法の確立が望まれていた。   
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保険適用希望のあった新規の検査項目の概要  

○ シスタチンC精密測定  

区 分：E2（新方法）（測定方法が新しい項目）  

測定内容：血清または血娃中のシスタチンCの測定  

従来はネフェロメトリー法、ラテックス免疫比濁法及び金コロイド比  

色法で測定できていたが、今回EIA（EnzYrneImuuno AssaY）法で  

シスタチンCを測定できるようになった。  

主な対象：腎機能低下が疑われる患者  

有用性：腎機能低下の指標である血清クレアチニンと比べて、性差・年齢等  

による基準穐囲の違いを考粧する必要が無く、糸球体濾過址（GFR）  

が80ml／min前後の軽度障害群で診断感度が高く、早期診断に有用で  

ある。  

参考 ：近年、糖尿病に関辿して幣臓疾患患者の数は急速に増加しており、腎臓病の早期発  

見と治療が医娠上の重要な跳題となっている。シスタチンCは、年僻・性別・筋肉  

見などの腎前性因子の彫珊を受けにくいとされ、糸球体濾過ー－t（GFR）を反映す  

る指標として、その有用性が報告されている。有用性・利便性の点などから内因性  

クレアチニンクリアランスに代わりうる悍穐能マーカーとして注目されている。  

（⊃   
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小児期悪性腫瘍に対するFDG－PET検査（神経芽腫、軟部肉腫、胚細  

胞性腫瘍、腎芽腫に限る。）  先進医療の名称  

小児期悪性腫瘍のうち以下のもの；神経芽腫、軟部肉腫、胚細胞性腫瘍、腎芽腫  

瞞
擬
革
艶
宅
朴
荘
e
壕
幽
剰
ポ
畔
N
紙
噌
±
鵜
‖
－
漉
側
鵬
監
柑
礎
岨
剰
ボ
 
 

（先進性）   

FDG－PET検査は従来から行われているCTやMRIなどの形態学的画像検査と比較し  

て、病変部位の腫痔活動性（腫癌細胞の生存率）を評価するうえで優れた検出感度   
を持つ。また、従来行われてきたガリウムシンチなどの核医学検査と比較して1cm  
以下の′トさな病変を検出できるなど検出感度が高く、患者の放射線被ばく畳も少な   
く、小児患者に対して有用性が高い。  

（概要）   

ブドウ糖の誘導体を放射性同位元素でラベルした18－FDGを小児悪性腫瘍患者に  

経静脈的に投与し、一定時間後にPETカメラを用いて全身を撮影する。糖代謝が活  
発な脈拍細胞は正常組織よりも多く18－FDGを取り込むために、活動性のある腫瘍  

性病変を検出することができる。  

（効果）   

神経芽腫や横紋筋肉腫をはじめとする軟部肉腫など、多くの小児期悪性J膿瘍でも  
FDG－PET検査の有効性が報告されており、治療前後にFDG－PET検査を施行するこ   

とで、より正確な治療効果判定や微ノj、病変の検出が可能になり、患児にとって必要   

かつ十分な治療を提供することができるようになる。  

（先進医療に係る費用）   

約12万4千円  
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小児科、小児外科、整形外科又は放射線科   



先進医療評価用紙（第1号）  先進医療評価用紙（第2号）  

当該技術の医療機関の要件（案）  

先 進 医 療  小児期声性腫瘍に対するFDG－PET検査（神経芽腫、軟部肉腫、胚細胞性腫  
の 名 称  瘍、腎芽腫に限る。）  

適 応 症  巨］妥当である。    B．妥当でない云（理由及び修正案：  ）  

匡］従来の技術を用いるよりも大幅に有軌  

有 効 性      B．従来の技術を用いるよりもやや有効。  
C．従来の技術を用いるのと同程度、又は劣る。  

再間顔なし。（ほとんど副作用、合併症なし）  
安 全 性      B．あまり問題なし。（騒い副作用、合併症奉り）  

C．問題あり（重い副作用、合併症が発生することあり）  

匡］当該分野を専門とし経験を和んだ医師又は医師の指導下であれば行える。  
B．当該分野を専門とし数多く経験を積んだ医師又は医師の指導下であれば  

技術的           行える。  

成熟度              C．当該分野を専門とし、かなりの経験を積んだ医師を中心とした診療体制をと  
っていないと行えない。  

社会的妥当性・ （社会的倫理  

い。    B．倫理的間態等がある。  
的問題等）   

A．羅患率、有病率から勘案して、かなり普及し七いる。  

冊患率、有病率から勘案して、ある程度普及している。  現時点での 普及性      匡］    C．確息率、有病率から勘案して、普及していない。  
既に保険導入されている医療技術に比椴して、  

効 率 性      匡］大幅に効率的。  
B．やや効率的。  

C．効率性は同程度又は劣る。  

将来の保険収  、匡］将来的に保険収載を行うことが妥当。  
載の必要性  B．将来的に保険収載を行うべきでない。  

総合判定： 固・否  

コメント 

総  評  

先進医療名及び適応症：小児期悪性腫瘍に対するFDG－PET検査   

Ⅰ．実施千住医師の要件   

診療科   函（小児科、小児外科、整形外科又は放射線科）・・不要   
資格   囲（小児科専門医、小児外科専門医、整形外科専門医又は放射線科  

専門医）・不要   

当該診療科の経験年数   囲（5）年以上・不要   

当該技術の経験年数   回（1）年以上＼不要   

当該技術の鹿験症例数注1）   実施者［術者〕として （1）例以上・不要  

〔それに加え、助手又は術者として （）例以上・不要］   

その他（上記以外の要件）  

Ⅱ．医療機関の要件   

診療科   包（′J、児科、小児外科又は整形外科及び放射線科）・不  

要   

実施診療科の医師数 注2）   囲・不要  

兵体的内容：常勤の医師1名以上  

放射線科専門医1名以上   

他診療科の医師数 注2）   要・巨頭  

具体的内容：   

その他医療従一ー；者の配置  囲（診療放射線技師  ）・不要   

（薬剤師、臨床工学技士等）  

病床数   要（   床以上）・巨頭   

看破西己置   要（対1看護以上）・匡頭   

当直体制   要（  ）・巨頭   

緊急手術の実施体制   要・匡頭   

院内検査（24時間実施体制）   要・巨頭   

他の医療機関との連携体制   ・j・屯   

（患者容態急変時等）   連携の具体的内容：   

医療機器の保守管理体制   囲・不要   

倫理委員会による審査体制   要・巨頭  

審査開催の条件：   

医療安全管理委員会の設置   軌不要   

医療機関としての当該技術の実施症例数   囲（†症例以上）・示要   

その他（上記以外の要件、例；遺伝カウ雄  

リンクーの実粒体制が必要等）   

Ⅱ．その他め要件   

頻回の実績報告   要（月間又は 症例までは、毎月報告）・巨頭   

その他（上記以外の要件）  

一1  

備考 この用紙は，日本工業規格A列4番とすること。医療機関名は記入しないこと。  
注1）当該技術の経験症例数について、実施者【術者〕としての経験症例を求める場合には、r実施者【術者］とし  

て （）例以上・不要」の欄を記載すること。  

注2）医師の資格（学会専門医専）、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含む。例え  
ば、「経験年数○年以上の△科医師が口名以上」。なお、医師には歯科医師も含まれる。  
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先進医療専門家会掛こおける第8項先進医療から第老項先進医療へ  
♯続される技術に対する科学的評価結果  

整理  薬事法承認予定の  先進医療  

番号   
先進医療名   適応症  費用※  

医薬品・医療捜器情報    （自己負担）   

ジアゲノグリーン注射用25mg  
腋窟リンパ節郭清術前のセンチネ   術前触診及び画像診断に   （第一三共株式会社）   

ルリンパ節同定及び生検（術前触  

（第一三共株式会社）  001  
転移を芸忍めない乳がんに係るもの  あって∴触射作間位元素及   テクネフテン酸キット  

8万円  39万6千円  適   別紙2  

であって、放射性同位元薫及び色  び色素を用いて行うものに  （富士フイルムRロアーマ株式会社）  
限る。   素を用いて行うものに限る。）  スズコロイドTc－99m注調製用キット  

（白木メジフイジックス株式会社）   

腋窟リンパ節郭清術前のセンチネ  

ルリンパ節同定及び生検（術前触 診及び画像診断にて腋蔑リンパ節  

4万6干円  46万5千円  適   別紙3   

であって、色素斉用 
いて行う  

002     転移を認めない乳がんに係るもの いて行うものに 限る 
インジゴカルミン注20rng  

。）   
（第一三共株式会社）  

ジアブノグリーン注射用25mg  
（第一三共株式会社）  

悪性黒色腫におけるセンチネルリン バ節の同定と転籍の検索及び遺伝  インジゴカルミン注20mg  

（第一三共株式会社）  003    皇詮甑（画像診断などで遠隔転移を  
認めず、臨床的に所属リンパ節の  テクネフテン酸キット  9万2干円  91万4千円  適   別紙4   

陣大のないものに限る。）   ものに限る。  （富士フイルム剛ファーマ株式会社）  

スズコロイドTc－99m注調製用キット  
（日本メジフイジックス株式会社）  

ジアグノグリーン注射用25「帽  

パ節の同定と転移の検索 悪性黒色腫におけるセンチネルリン （画像診  
で 移を認めず、臨床的に所  （第一三共株式会社）  

004    断などで遺構転移を認めず、臨床 的に所属リンパ節の腫大のないも  8万6干円  47万5千円  適   別紙5   

ものに限る。  （富士フイルム閏ファーマ株式会社）  
のに限る。）   

スズコロイドTc－99m注調製用キット  
（日本メジフイジックス株式会社）  

※届出匡ホ機関における典型的な症例に要したt用  

センチネルリンパ節生検に係る技術の概要  

整理  
技術名（略称）   

センチネルリン  

番号  パ節の同定方法   
診断方法   輯徴   

放射性同位元素を用いて  
乳がんの肢窟リンパ節に対する   

放射性同位元素  
センチネルリンパ節の部  

001  
と色素の併用   

位を術前に同定できるた  

（放射性同位元素と色素の併用）  め、小さい皮膚切開で実  

病理組織診断  施することができる。   

乳がんの腋窟リンパ節に対する  放射性同位元素を用いる  

002   センチネルリンパ節生検  色素単独  
ことのできない施設でも実  

（色素単独）  
施することが可能であり、  
普及性が高い。   

病理組織診断にPCR法を  

003   
悪性黒色腫に対するセンチネル   病理組織診断   併用することによって微少  

リンパ節生検と遺伝子診断  及びRT－PCR法  転移の検出感度が向上す  

放射性同位元素  る。   

と色素の併用  

悪性黒色旺に対するセンチネル  
病理組織診断を行うこと  

004   リンパ節生検  
病理組織診断   のできる施設で実施可能  

であり、普及性が高い。  
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先進医療評価用紙（第1号）  

先進技術としての適格性  

先進琴療  
の 画像診断にて腋寓リンパ節転移を認めない乳がんに係るものであって、放  

名 称   

匡］妥当である。  
適 応 症      B．妥当でない。（理由及び修正案：  

）  

匡］従来の技術を用いるよりも大幅に有効。  
有 効 性      B．従来の技術を用いるよりもやや有効。  

C．従来の技術を用いるのと向程度、又は劣る。  

匡挿題なし。（ほとんど副作用、合併症なし）  
安 全 性      臥あまり問題なし。（軽い副作用、合併症あり）  

C．問題あり（重い副作用、合併症が発生することあり）  

A．当該分野を専門とし経験を積んだ医師又は医師の指導下であれば行える。  

疲 術 的      匡］当該分野を専門とし数多く経疲を積んだ医師又は医師の指導下であれば   成 熟 度  イ丁える。  
C．当該分野を専門とし、かなりの経験を秘んだ医師を中心とした診療体制をと  

っていないと行えない。  

社会的妥当性 （社会的倫理  

的問題等）  理題はい。    B．倫理的問題等がある。  

現時点での  
A．羅患率、有病率から勘案して、かなり普及している。  

匡］羅息率、有病率から勘案して、ある程度普及している。  
普及性          C，羅息率、有病率から勘案して、普及していない。  

既に保険導入されている医療技術に比較して、  

効 率 性      底］大幅に効率軌  

B．やや効率的。  

C．効率性は同程度又は劣る。  

将兵の保険収  匡］将来的に保険収収を行うことが妥当。  
載の必要性  B．将来的に保険収載を行うべきでない。  

総合判定‥ 囲・否  

コメント：  

総  評  

先進医療の名称  寓りンパ節郭清術前のセンチネルリンパ節同定及び生検（術前触診及び画像  

診断にて腋裔リンパ節転移を認めない乳がんに係るものであって、  

を用いて行うものに限る。） 

前触診及び画像診断にて腋萬リンパ節転移を認めない乳がん  

（先進性）   

乳がんの手術においては、がん細胞が転移しやすい腋譲リンパ節の郭滑術が標準的に実施  

されてきたが、リンパ節転移陰性の症例が70％程度あり、これらの患者にとっては患側上肢  

のしびれや腫脹、腋諌のリンパ液貯留等の合併症が00L低下の要因となっていた。   

本技術は、放射性同位元素及び色素を用いてセンチネルリンパ節の検索を行い、がん転移の有  

無を確認して病期診断を正確に行って、確実に所属リンパ節郭清の適応を判断することにより、患者  

の病期に応じた術式が選択され、根治性の向上及び患者負担の軽減が期待できる。  

センチネルリンパ節の部  ることにより   同定することがで  るため、小  

さい皮肪切開により短時間で行うことができるn  

（概要）   

がん組織の近傍の乳房皮下あるいは皮内に、微出の放射性同位元素及び色素を注射し、こ  

れらが最初に到達するリンパ節に関して、放射性及び着色の有無を識別することにより、部  

位や個数を確認する。確認されたリンパ節を麻酔下に摘出し、がん転移の有無を病理診断す  

る。センチネルリンパ節にがん転移が認められなければ、腋窟リンパ節郭清術を行わない。  

（効果）   

リンパ節転移陰性の患者に対し、同定率99．2％で不要なリンパ節郭清を回避できるので、  

患側上肢の合併症を生じることなく、術後のQOLを保つことができる。   

また、腋裔リンパ節郭清術を行わない場合は、入院期間が平均2－3日間短縮される。   

（先進医療に係る狩用）   

約8万円  

乳腺外科又は外科  

備考この用紙は，日本工業規格A列4番とすること。医療機関名は記入しないこと。   
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先進医療評価用紙（第2号）  

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの  先進医療の名称  

診断にて腋裔リンパ節転移を認めない乳がんに係るものであって、色素を用い  腋萬リンパ節郭清術前のセンチネルリンパ節同定及び生検（術前触診及び画像   先進医療名及び適応症：腋裔リンパ節郭清術前のセンチネルリンパ節同定及び生検（術前触診及び画像   

診断にて腋裔リンパ節転移を認めない乳がんに係るものであって、放射性同位   

元素及び色素を用いて行うものに限る。）   

Ⅰ．実施★任医師の要件   
診療科   （乳腺外科又は外科）・不要   

資格   （乳腺専門医又は外科専門医 ）・不要   

当該診療科の経験年数   （5）年以上・不要   

当該技術の経験年数   固（2）年以上・不要   

当該技術の経験症例数注1）   実施者［術者］として（5）例以上・不要  

［それに加え、助手又は術者として（）例以上・巨頭〕   

その他（上記以外の要件〉  

Ⅱ．医ま機関の要件   
診療科   囲（乳腺外科又は外科）・不要   

実施診療科の医師数 注2）   囲・不要  

具体的内容：常勤医師2名以上   

他診療科の医師数 注2）   周・不要  

具体的内容：病理部門が設置され、病理医が配置されているこ  

と。また、麻酔科標傍医及び放射線科医がそれぞれ  
1名以上配腔されていること。   

その他医療従姉者の配値  囲（薬剤師、診療放射種技師  ）・不要   

（英剤師、臨床工学技士等）  

病床数   （1床以上）・不が   

看誰配円   囲（10対1才潤以上）・不要   

当直体制   （   ）・不要   

緊急手術の実施体制   ・不要   

院内検査（24時間実施体制）   不要   

他の医舵機関との連携体制  要・巨頭   
（揖者容態急変時等）  

医煉機器の保守管理体制   囲・不要   

倫理委員会による審査体制   要・囲  

審査開催の条件：   

、医療安全管理委員会の設置   囲・不要   

医療機関としての当該技術の実施症例数  函（3症例以上）・不要   

その他（上記以外の要件、例；遺伝カウンセリ   

ン〆の実施体制が必要等）  

Ⅲ．その他の要件   

頻回の実績報告   要（月間又は 症例までは、毎月報告）・巨頭   
その他（上記以外の要件）  

工行うものに限る。）  

術前触診及び画像診断にて腋裔リンパ節転移を認めない乳がん  

（先進性）   

乳がんの手術においては、がん細胞が転移しやすい腋裔リンパ節の郭滴術が標準的に実施  

されてきたが、リンパ節転移陰性の症例が70％程度あり、これらの患者にとっては患側上肢  

のしびれや腫脹、腋裔のリンパ液貯留等の合併症がQOL低下の要因となっていた。   

本技術は、色素を用いてセンチネルリンパ節の検索を行い、がん転移の有無を確認して病期診  

断を正確に行って、確実に所属リンパ節郭清の適応を判断することにより、患者の病期  
が選択され、根治性の向上及び患者負担の軽減が期待できる。本  術は放射性同  を用いる  

ことができない施設においても実施可能であも   

（概要）   

がん組織の近傍の乳房皮下あるいは皮内に、微皇の色素を注射し、これらが最初に到達す  

るリンパ節に関して、着色の有無を識別することにより、部位や個数を確認する。確認され  

たリンパ節を麻酔下に摘出し、がん転移の有無を病理診断する。センチネルリンパ節にがん  

転移が認められなければ、腋裔リンパ節郭清術を行わない。  

（効果）   

リンパ節転移陰性の患者に対し、同定率97．1％で不要なリンパ節郭清を回避できるので、  

息側上肢の合併症を生じることなく、術後のQOLを保つこ′とができる。   

また、腋窟リンパ節郭清術を行わない場合は、入院期間が平均2－3日間短縮される。   

（先進医療に係る費用）   

約4万6千円  

乳腺外科又は外科  

注1）当該技術の経験症例数について、実施者［術者］としての経験症例を求める場合には、r実施者［術者］として（）例  
以上・不要」の珊を記戴すること。  

注2）医師の資格（学会専門医等）、経験年数、当該技術の軽質吏年数及び当該技術の経験症例数の観点を含む。例えば、  
「経験年数○年以上の△科医師が□名以上ムなお、医師には歯科医師も含まれる。  
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先進医療評価用紙（第2号）  

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの  

先進医療評価用紙（第1号）  

先進医療  

の名称   
画像診断にて腋寓リンパ節転移を認めない乳がんに係るものであって：色  

素を用いて行うもわに限る■。）  

匡］妥当である。  
適 応 症      B．妥当でない。（理由及び修正案：  

）  

匡］従来の技術を用いるよりも大幅に有軌  

有 効 性      B．従来の技術を用いるよりもやや有効。  
C．従来の技術を用いるのと同程度、又は劣る。  

匡］問題なし。（ほとんど副作用、合併症なし）  
安全 性      B．あまり問題なし。（催い副作用、合併症あり）  

C．問埴あり（重い副作用、合併症が発生することあり）  

A．当該分野を専門とし経験を柿んだ庭師又は医師の指導下であれば行える。  

技術的 成熟度      匡］当該分野を専門とし数多く経験を積んだ医師又は医師の指導下であれば    行える。  
C．当該分野を専門とし、かなりの経験を和んだ医師を中心とした診療体制をと  

っていないと行えない。  

社会的妥当性  

（社会的倫理 的問題等）  匡］倫理的問題等はない。    B．倫理的問題等がある。  
A．羅患率、有病率から勘案して、かなり普及している。  

現時点での 普及性      匡］羅患率、有病率から勘案して、ある程度普及している。  
C．罷患率、有病率から勘案して、普及していない。  

既に保険導入されている医療技術に比椴して、  

効 率 性      匡］大幅に効率軌  

B．やや効率的。  

C．効率性は同程度又は劣る。  

将来の保険収  匡］将来的に保険収載を行うことが妥‰  

載の必要性  B．将来的に保険収蔵を行うべきでない。  

緬合判定： 回・否  

コメント：  

総  評   

先進医療名及び適応症：腋萬リンパ節郭清術前のセンチネルリンパ節同定及び生検（術前触診及び画像   

診断にて腋裔リンパ節転移を諌めない乳がんに係るものであって、色素を用い   

て行うものに限る。）   

Ⅰ．実施★任医師の要件   

診療科   固（乳腺外科又は外科）・不要   

資格   囲（乳腺専門医又は外科専門医 ）・不要   

当該診療科の経験年数   固（5）年以上・不要   

当該技術の経験年数   困（2）年以上・不要   

当該技術の経験症例数注1）   実施者［締着］として（5）例以上・不要  

［それに加え、助手又は術者として（）例以上・閥］   

■ その他（上記以外の要件）  

Ⅱ．医ま機関の事件   

診療科   図（乳腺外科又は外科）・不要   

実施診療科の医師数 注2）   囲・不要  

具体的内容：常勤医師2名以上   

他診療科の医師数 注2）   囲・不要  

具体的内容：病理部門が設置され、病理医が配置されているこ  

と。また、麻酔科標棲医が1名以上配置されているこ  

と。   

その他医療従弟者の配伍  囲（薬剤師  ）・不要   

（薬剤師、臨床工学技士等）  

病床数   （1床以上）・不要   

看誠配置   固（10対1看逓以上）・不要   

当直体制   囲（   ）・不要   

緊急手術の実施体制   ・不要   

院内検査（24時間実施体制）   固・不要   

他の医療機関との連携体制  要・巨頭   

（患者容態急変時等）  

医療機器の保守管理体制   困・不要   

倫理委鼻会による審査体制   要・巨頭  

審査開催の条件：   

医療安全管理委員会の設置   囲・不要   

医療抜関としての当該技術の実施症例数  囲（3症例以上）・不要   

その他（上記以外の要件、例；遭伝カケンセリ   

ンク●の実旋体制が必要等）  

Ⅱ．その他の要件 

頻回の美都報告   要（月間又は 症例までは、毎月報告）・匡頭   

その他（上記以外の要件）  

注1）当該技術の経験症例数について、実施者【締着］としての経験症例を求める場合には、「実施者〔術者］として（）例  
備考この用紙は，日本工業規格A列4番とすること。医療機関名は記入しないこと。  

以上・不要」の欄を記載すること。  
注2）医師の資格（学会専門医等）、経験年数、当該技術の経験年数及び当核技術の経験症例数の観点を含む。例えば、  

r経験年数○牛以上の△科医師がロ名以上ムなお、医師には歯科医師も含まれる。  
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先進医療評価用紙（第2号）  

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの  
先進医療名及び適応症：悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検乗及び遭伝子診断   

（画像診断などで遺構転移を認めず、臨床的に所属リンパ節の腫大のないものに   

限る。）   

Ⅰ．実施★任医師の要件   

診療科   固（皮膚科、形成外科、耳鼻いんこう科又は歯科口腔外科）・不要   
資格   囲（皮膚科専門医、形成外科専門医、鼻咽喉科専門医又は口腔外科  

専門医）・不要   

当該診療科の経験年数   困（5）年以上・不要   

当該技術の経験年数   囲（2）年以上・不要   

当該技術の経験症例数注1）   実施者［術者］として（5）例以上・不要  

［それに加え、助手又は術者として（）例以上・不要］   

その他（上記以外の要件）  

Ⅱ．医兼職関の事件   

診療科   幽（皮碑科、形成外科、耳如、んこう科又は歯科口腔外科及び放射  
線科）・不要   

実施診療科の医師数 注2）   幽・不要  
具体的内容二当核技術の違験年数2年以上の皮膚科専門医、形成  

外科専門医、耳鼻咽喉科専門医又は口腔外科専門医  
1名以上   

他診療科の医師数注2）   囲・不要  
具体的内容：病理部門が設置され、病理医が配置されていること。  

また、麻酔科標傍医及び放射線科医がそれぞれ1名以  

上配置されていること。   

その他医療従事者の配置  凶（薬剤師、診療放射線技師   ）・不要   

（薬剤師、鮎床工学技士等）  

病床数   （1床以上）・不要   

看害堕配置   （10対1看雉以上）・不要   

当直体制   （   ）・不要   

緊急手術の実碍体制   固・不要   

院内検査（Z4時間実施体制）   囲・不要   

他の医療機関との連携体制   要・頭   

（患者容態急変時等）   連挽の具体的内容：   

医療機器の保守管理体制   軌不要   

倫理委員会による審査体制   要・巨頭ヽ  
審査開催の条件：   

医療安全管理委員会の設置   囲・不要   

医療機関としての当該技術の実施症例数  困（3症例以上）・不要   

その他（上妃以外の要件、軌遺伝カケンセリ   

ンク’の実施体制が必要等）  

Ⅱ．その他の事件   

頻回の実績報告   要（月間又は 症例までは、毎月報告）・匝東   

その他（上記以外の要件）  

注1）当該技術の経験症例数について、実施者［術者］としての経験症例を求める場合には、「実施者［術者］として（）例  

先進医療の名称  悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検索（画像診断などで  

隔転移を認めず、臨床的に所属リンパ節の腫大のないものに限る。）  

悪性黒色腫（画像診断などで遠隔転移を認めず、臨床的に所属リンパ節の腫大のない症例）  

（先進性）   

悪性黒色腫の手術においては、tumOr thickness（原発巣の厚さ）が厚い場合、所属リンパ節郭清が  

行われてきたが、転移を認めない症例もあり、リンパ節郭滑による術後リンパ浮腫など患者のQOLを損な  

うこともあった。   

本技術は放射性同位元素及び色素を用いてセンチネルリンパ節の検索を行い、がん転移の有無を確  

認して病期診断を正確に行い、確実に所属リンパ節郭沼の適応を判断することにより、患者の病期に応  

じた術式が選択され、根治性の向上及び患者負担の・怪減が期待できる。  

ふ1  

（概要）   

原発購班周囲に放射性同位元素及び色素を注射し、シンチカメラや肉眼でセンチネルリンパ節  

を同定し、摘出を行う。摘出したセンチネルリンパ節を病理組識学的検査を用いてがん転移の有  

窯を確認する。  

（効果）  

1）術前検査では発見できないリンパ節への微小転移の早期発見ができる。  

2）予防的リンパ節郭清の省略による患者負担の軽減が期待できる。  

3）センチネルリンパ節り転移の有無によって、悪性黒色腫の世界的な標準病期であるUICC／AJCC分類  

の病理病期分類が可能になる。  

4）リンパ節転移の有無は、その後の患者の予後を予測する上で極めて重要な因子である。従って、術後   

の経過観察の仕方や術後補助療法の決定に際し重要な情報となる。  

（先進医療に係る狩用）  

約8万6千円  

皮膚科、形成外科、耳鼻いんこう科又は歯科口腔外科  

以上・不要」の珊を記載すること。  
注2）医師の資格（学会専門医等）、経験年数、当該技術の経験年数及び当路技術の経験症例数の観点を含む。例えば、   「の 

経験年数○年以上△科医師がロ名以上ムなお、医師には歯科医師も含まれる。  
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先進医療評価用紙（第2号）  

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの  

先進医療評価用紙（第1号）  

先 進 医 療  悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検索（画像診断な  

の 名 称  どで遠隔転移を認めず、臨床的に所属リンパ節の腫大のないものに限る。）  

適 応 症  回・妥当である。    B 
，妥当でない。（理由及び修正案：  ）  

桓・従来の技術を用いるよりも大幅に有凱  
有 効 性      B．従来の技術を用いるよりもやや有効。  

C．従来の技術を用いるのと同程度、又は劣る。  

囚．問題なし。（ほとんど副作用、ふ併症なし）  
安 全 性      B．あまり問題なし。（軽い副作用、合併症あり）  

C．問題あり（重い副作用、合併症が発生することあり）  

Å．当該分野を専門とし経験を柑んだ医師又は医師の指導下であれば行える。  

回・当該分野を専門とし数多く纏験を和んだ医師又は医師の指導下であれば  
技術 的  

行える。  
成熟 度              C．当該分野を専門とし、かなりの経験を積んだ医師を中心とした診凍体制をと  

っていないと行えない。  

社会的妥当性  

（社会的倫理 的問題等）  囚・倫理的問題等はない。    B．倫理的問題等がある。  
A．篠旭率、有病率から勘案して、かなり普及している。  

現時点での 普及 性      回・雁患率、有病率から勘案して、ある程度普及している。  
C．羅患率、有病率から勘案して、普及していない。  

既に保険導入されている医療技術に比較して、  

効 率 性      毎・大幅に効率軋  
B．やや効率的。  

C．効率性は同程度又は劣る。  

将来の保険収  囚．将来的に保険収賄を行うことが妥当。  
載の必要性  B．将来的に保険収載を行うべきでない。  

総合判定： 個・否  

コメント：  

総  評  

先進医療名及び適応症：悪性黒色腫におけるセンチネルソンパ節の同定と転移の検索（画像診断などで遠   

隔転移を認めず、臨床的に所属リンパ節の腫大のないものに限る。）   

Ⅰ．実施井任医師の要件   

診療科   囲（皮膚科、形成外科、耳鼻いんこう科又は歯科口腔外科）・不要   

資格   薗（皮膚科専門医、形成外科専門医、耳鼻咽喉科専門医又は口腔外  
科専門医）・不要   

当該診療科の経験年数   囲（5）年以上・不要   

当該技術の経験年数   囲（2）年以上・不要   

当該技術の経験症例数注1）   実施者［術者］として（5）例以上・不要  

［それに加え、助手又は術者として（）例以上・不要］   

その他（上記以外の要件）  

Ⅱ．医凍機関の要件   
診療科   囲（皮膚科、形成外科、耳如、んこう科又は歯科口腔外科及び放  

射線科）・不要   

実施診療科の医師数 注2）   囲・不要  
具体的内容‥当該技術の経験年数2年以上の皮借料専門医又は形  

成外科専門医、耳抽咽喉科専門医又は口腔外科専門  
医1名以上1名以上   

他診療科の医師数 注2）   囲・不要  
具体的内容：病理部門が設潰され、病理医が配出されていること。  

また、麻酔科標梼医及び放射線科医がそれぞれ1名以  
上配椚されていること。   

その他医療従事者の配置  困（薬剤師、診振放射線技師  ）・不要   

用描胴、臨床工学技士で）  

病床数   固（1床以上）・不要   

看≡朋己椚   囲（10対1看護以上）・不要   

当直体制   （   ト不要   

緊急手術の実施体制   不要   

院内検査（24時間実施体制）   不要   

他の医療機関との連携体制   要・巨頭   

（患者容態急変時等）   連携の具体的内容：   

医療機器の保守管理体制   囲・不要   

倫理委員会による審査体制   要・巨頭  

審査開催の条件：   

医療安全管理委員会の設置   囲・不要   

医療税関としての当該技術の実竃症例数  包（3症例以上）・不要   

その他（上記以外の要件、例；追伝カウンセリ   

ンク●わ美施体制が必要等）  

Ⅱ．その他の要件   
頻回の実績報告   要（月間又は 症例までは、毎月報告）・匝要   

その他（上記以外の要件）  

注】）当該技術の経験症例数について、実施者［術者］としての経験症例を求める場合には、「実施者［術者］として（）例  備考 この用紙は，日本工業規格A列4番とすること。医療機関名は記入しないこと。  

以上・不要」の珊を記載すること。  
注2）医師の資格（学会専門医等）、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含む。例えば、   「の 

経験年数○年以上△科医師が□名以上j。なお、医師には歯科医師も含まれる。  
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DPC対象病院への参加及び退出のルール  

等について（案）  
緊急にDPC対象病院から退出する必要がある場合の  

中央社会保険医療協議会における手続きについて  

（案）  

特別の理由があり、診療報酬改定の前年度末以外に、緊急にDPC対象病院  

から退出する必要がある場合、退出の可否については中央社会保険医療協議会  

において判断することとなっている。   

1，審査会の設置及びメンバー構成  

（1）基本問題小委員会の下に「DPC退出審査会（仮称）」を設置する。  

（2）審査会のメンバー構成は支払側2名、診療側2名、公益側3名、全体で  

7名とする。   

2．DPC退出審査会（仮称）の運用方法  

（1）基本問題小委員会から審査会へ、退出の可否の審査・決定を委任  

（2）審査会は原則非公開   

（理由）   

①当該医療機関の経営状況等、機微な情報を取り扱うため   

②公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあるため  

く3）審査会は、専門的見地から退出の可否を審査t決定し、審査結果を基本  

問題小委員会へ報告  

（4）審査結果は、基本問題小委員会へ報告する前に当該医療機関に通知  

（5）当該医療機関は、審査会の審査結果に不服がある場合、1回に限り「不  

服意見書」を提出できる  

（6）希望があれば当該医療機関の責任者からヒアリングを実施   

3．不服意見書が提出された場合  

（1）審査会で再審査を行い、審査結果を基本問題小委員会へ報告  

（2）再審査結果は、基本問題小委員会へ報告する前に当該医療機関に通知  

1．DPC対象病院に参加する場合   

（1）参加の要件  

以下のすべての要件を満たしている場合に認める。  

① 当該病院が参加の意思があること  

② DPC対象病院に参加する直前の2年間において、DPC準備病院  

の基準をすべて満たしている。  

DPC準備病院の基準   

ア．7対1入院基本料又は10対1入院基本料に係る届出を行っ  

ており、急性期入院医療を提供する病院である。  

※ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料に係る届出を  

行っていない病院についてiま、満たすべく計画を策定して  

いなければならない。   

イ．診療録管理体制加算を算定している、又は、同等の診療録管   

理体制を有すること。   

※ 診鵜録管理体制加算を算定していない病院については、鈴  

定すべく計両を策定していなければならない。   

ウ．DPCの調査に、捺準レセプト電界処理マスターに対応した   

正確なデータを適切に提出している。   

エ．適切なコーディングに関する委員会を設置しており、年2回   

以上、当該委員会を開催している。   



DPC対象病院の基準を満たしていても、診療報酬改定の5か月前  

までにその理由等を添えて厚生労働省に届出を行えば、当該診療報酬  

改定の前年度末に退出することができる。  

※ 届け出られた理由等については、厚生労働省より中医協に報告する。   

③ DPC対象病院に参加する時点において、DPC対象病院の基準を   

すべて満たしている。   

DPC対象病院の基準   

ア．7対1入院基本料又は10対1入院基本料に係る届出を行っ  

ており、急性期入院医療を提供する病院である。   

イ．診療録管理体制加算に係る届出を行っている。   

ウ．DPCの調査に、標準レセプト電算処理マスターに対応した  

正確なデータを適切に提出している。   

エ．過去2年間（10ケ月）の調査期間の（データ／病床）比が  

8．75以上である。  

※（データ／病床）比については、診療報酬改定毎に、厚生労  

働省において再集計し確認する。  

なお、特別の理由があり、当該診療報酬改定の前年度末以外に、緊  

急にDPC対象病院から退出する必要がある場合は、退出の認否につ  

いて、中医協において判断する。  

（特別の理由の例）  

① 厚師の予期せぬ退職等により、急性期入院医療を提供するこ  
とが困難となった場合  

（∋ 当該病院の地域での役割が変化し、慢性期医療を提供する病  

院となった場合  

（3）退出する病院の周知、データ提供等   

① 退出する場合は、速やかに患者及び関係者に周知する。   

② DPC対象病院から退出した病院が継続して急性期入院医糠を提供  

する場合は、退出後2年間、引き続きDPCの調査データを提出する。  

（4）その他   

特定機能病院については、閣誠決定により包括評価を実施することが定   

められており、DPC対無病院から退出することができないため、再度基   

準を満たすまでの間、マイナスの機能評価係数を指定する。  

※ なお、DPC対・敏病院は、適切なコーディングに関する委員会を設椚し、年  

2匡】以上、当雷亥委員会を開イ托することが義務となる。  

（2）参加の手続き等   

診療報酬改定の5か月前までに、厚生労桐省に申請し、参加の要件を満   

たしている場合、当該診療灘酬改定の年比当初より認める。   

なお、参加が認められた場合には、速やかに患者及び関係者に周知する   

こと。  

2．DPC対象病院から退出する場合   

（1）退出の要件  

原則として、DPC対象病院の基準のいずれかを満たせなくなった場合  

（2）退出の手続き等  

・ DPC対象病院の基準のいずれかを満たせなくなった場合は、速や  

かに厚生労働省に報告し、退出するpなお、ア、イ、ウの基準を満た  

せない場合は、3か月の猶予期間を設け、3か月を超えてもなお、基  
準を満たせない場合には退出する。  

※ 猶予期間については、マイナスの機能評価係数を算定する。  

・二・   



中医協 総－5  

21．9．18  

（3）・診療報酬上の緩和措置について  

、土之2  

【今回導入する措置】   

① 入院患者の急増への対応 

‾‾● 

三・  

＼② 看護職員がインフルエンザに多数羅患した場合の対応  

→1日 

． 

③ 夜勤回数の増加．への対応  

→ 看護職員の月平均夜勤勤務時間72時間の規制について  

は、「暦月で旦土旦を超えない期間のユ遡姐の一時的な変  

新型インフルエンザに関する診療報酬上の緩和措置について  

1一 入院診療lこついて   

（1）新型インフルエンザ患者の増加に向けた入院医療機関の確保  

新型インフルエンザ対策推進本部の示した流行シナリ如こよれば、   

流行の最大時点における入院患者数は、対策の基準となる中位推計で   

46，400人程度、地域性による幅を加味した高位推計で69，800人程度   

とされており、今後、新型インフルエンザ重症患者が増加した場合に   

題⊥現在業務を行っp、ない病床を活用するなどの対鱒が求めら亘云  

（参考）新型インフルエンザ（仙川1）の流行シナリオの抜粋  

発症率20％（30％）  

入院率1．5％（2．5％）  

蕊症化率0．15％（0．5％）  

流行の股大時点における入院患者敦46，400人（69，800人）  

注）発症率 全人口のうち新型インフルエンザに感染し、かつ発症する確率  
入院率 新型インフルエンザを発症した者のうち、入院を要する状旗となる患者の比率  
韮症化率 新型インフルエンザを発症・した者のうち、盃症化（人工呼吸器管理等が必  

要な患者）する患者の比率  

※括弧内は地域性による哺を加味した高位推計による数値  

（2）診療洩酬上考えられる問題点  

インフルエンザ患者の受け入れ等に伴い、従前届け出ていた施設   

基準（7対1や10対1など）を満たせなくなるおそれがある。  

〔施設基準を満たせなくなるケース〕  

① 入院患者の急増により看護配筐基準を満たせなくなる場合  

② 看護職員が多数インフルエンザに篠患し欠員となることで、  

看護配置基準を満たさなくなる場合  

③ 夜勤配置を増やすことで夜勤回数が増加し、月平均夜勤時間  
数が72時間を超える場合   

動」の特例（注2）があるが、これを、インフルエ  ンザの流  
誼立ている地域及び期l馴こ限り、   旦劃以奥まで認める  

※注1インフルエンザの流行している地域及び期間   

厚生労働省・感染症サーベイランス事業により、国立感染症研究所において、  

都道府県単位で定点削l膵10を超えた時点で「注意報・警軌を発しており、  

それに連動させる。  

いて、一題墓餌  

重  

※注2 現行の／レール   

次に掲げる事項についての一時的な変動については、施設基準変更の届出を行   

わなくてもよい。   

01日当たり勤務する寄越職眉の数については、暦月で1か月を超えない期  

間の1割以内の一時的な変軌  

lO 月平均夜勤時間数については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の  

一時的な変動。   



2．外来診療について   

（1）新型インフルエンザ患者の外来診療の確保について  

新型インフルエンザ患者の増加に伴い、時間外の外来診療体制につ   

いては、救急外来を設置している医療機関だけでなく、その他の診療   

所等においても、診療時間の延長や、夜間・の外来を輪番制七行うなど   

の対応が求められているところ。   

（2）診療報酬上考えられる問題点  

保険医療機関が表示する診療時間以外の診療については、時間外加   
算の算定が可能であるが、当該加算は、医療機関が常棲として診療応   

需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行ってぃるとき   

は、時間外加算の対象とはならない。  

上記（1）のような取り組みを行っている保険医療機関では、診療   
時間外であっても、インフルエンザ患者のため診療応需の態勢をとっ   
ていることから、時間外加算が算定できないこととなってしまう。   

（3）診療報酬上の措置  

都道府県、保健所設 

ザ患者に係る時間外の外来診療を行っている保険医療機関について   

は、時間外加算を算定できるものとする。保険薬局についても同様の   
取扱いとする。  
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月平均夜勤時間数の算出方法について  

【入院基本料の施設基準】月平均夜勤時間数は72時間以下でなければならない。  

月平均夜勤時間数＝ 延夜勤時間数÷ 夜勤帯に従事した実人員数  
※ 直近1ケ月又は直近4週間の実績による  

くれ  

【具体的事例】  

H20．8～H21，8  

0平均入院患者数30人の病棟が4つ  
010対1の看護配置 8交替  

H21．9～12（インフルエンザ流行）  

○平均入院患者数40人の病棟3つに集約  

○残り1病棟にインフルエンザ患者が40人～50人入院  

H22，1・－（インフル流行終了）  

○平均入院患者数30人の病坪4つ  
の体制にもどす  

H20 H21 8月－7  8月   

月  9月  10月  11月  12月  －H22 1月  2月  8月   

①月の平均入院患者疲   120．0   120．0  160．0  叩0．0  170．0  160．0  120．0  120．0  120．0  

実績                       （再掲）  

インフル患者の増加  （40こ0）  （50．0）  （50．0）  （40．0）  

②止近1生凪の1日平  
均入院患者数（切り上げ）  

120   120   124  128  132   135   135   135  

③1日必要書抜職Å数  
施投基準  （切り上げ）  

36   38   虫   遡   室生   剋   弘   阜1  

の計算  j辿孟  避止  率迫  呈邑丘■  姐象  並卓  

④前月の1昆虫たり看  
王i職Å配置実績数  

36．0  36．0  逃』  旦鎚  ・率  ∴草地  r、∴】迦過ご 川、←′■一▲∴′r■l■  ∴ご遜担   

O rlか月以内の1割以内の変   勒」を認め皐現行制度では、10月は施設基準を維持できるが、2ケ月日の11月以降は        施投基準を満たせなく   なる   



2、看護職員が新型インフルエンザに多数曜 

【具体的事例】  

H20．8～H21．8  

0平均入院患者数30人の病棟が4つ  

010対1の看護配置 3交替  

H21．9－12（インフルエンザ流行）  

○有性師がインフルエンザに多数確急   
病棟の1日当たり看稚拙貞扱が3～6人減少  

H22．1－（インフル流行終7）  

○平均入院患者数30人の病棟4つ   

の体制にもどす  

H22 1  2月  3月   
H20 り21 8月～7月  8月  白月  10月  11月  12月  月  

①1El平均入院患者弊   120．0   12D   160   1了0   170   160   120   120  120  

実繍  血    jヱ旦  
外した平均入院患者数  

②直近1年間の1日平均  
入焼患者数（切り上げ）  

120   120   120   120   120   120   120－  120  

③1日必要者捜職員数  
（切り上げ）  

36   36   ；迫   迎   旦皇   ；迫   36   36  

施設基準  
1割以内の変動  旦墓室  旦≧』  旦≧』  ま≧』  

の計算                                                                   2割以内の変動  28．8  ・28．8  呈邑遥  旦皇道  

④前月の1日当たり看泣  
職員配置数  

36．0  36．0  胡迫  ；迫£  甚辿  迎卑  36．D－  36．0  

看護鱒蔵敷の減少数  Aj迫  A＿且旦  ▲6．0  ▲6．0  

O「1か  月以内の1割以内の変動」を掟める現行制度では、10月は施    設基準を維持できるが、2ケ月日の11月     ま施股基準が満たせなくなる   

○特例を「まん延期まで」に広げた場合でも、看雄師が更に欠員となった12月は1割以内の変動を超えるため、施疲基準を満たせなくなる  

3、病棟肴鰭  動体制を強化するなどの対応を行い、総夜勤時間数が増加Lた場合   

【具体的事例】  

H21．8  

0病棟が3つ  
○準夜：深夜 ＝2人：2人 の夜勤体制  

○夜勤実人員は48人  

H21．9～12（インフルエンザ流行）  

○休眠している病棟を1つ活用珊  
○看護師は他の3病棟から応援  

夜勤実人員数を増やせないケース  

H2乙1－（インフル流行終了）  

03病棟の体制にもどす  

H22 1  2月  3月   
H21 8月  9月  ■10月  11月  12月  月  

①病棟数   3   ヰ   4   4   4   3   3  

実績  

（31日計算） 
2976  3⇒68  3968  3968  3968  2976  2976  2976  

③夜勤実人員数   48   48  、 48   48   48   48   48   48   

④血且辺1人当たり  
平均夜勤時間数  

62．0    鎚虚  旦之遥  旦2丘  62．d  62．0  

⑤1｛当たり平均夜  
施設基準  

72．0  72．0  72．0  72．0  72．0  72．0  72．0  

中計算‘  了9．2  了9．之  了9．2  79，2  

童割以内の変動  88．4  88．4  86．4  8年．4  

※小数点2位以下切り捨て   

O「3か月以内の1割以内の変軌を認める現行制度では、10月以降、施投基準を維持できない  



記  保医発0 914第1号  
平成21年9月14日  

1「基本診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」  
（平成－20年3月5日保医発第0305002号。以下「基本診療科の施設基準等通   

知」という。）別添2の第2の4（1）の規定にかかわらず、臨時的な対応と   
して別途通知するまでわ間、流行期（※注）1こおいて新型インフルエンザ患者   

の入院診療を行った保険医療機関においてiま、．入院していた新型インフルエン   

ザ患者は入院患者の数から除くことができるものとする。ただし、入院患者敷   
から除くことのできる新型インフルエンザ患者の数は、当該保険医療機関の平   

均入院患者数（基1準月（新型インフルエンザ患者を入院患者数から除いて計算   

しようとする月の前月をいう。）から起許して過去1年間の平均入院患者数と   
する。）を超えて入院した新型インフルエンザ患者の数に限るものとする。   

（※注）「流行期」とは、国立感染症研究所感染症情報センターの「替報・注  
意報発生シテテム」により、インフルエンザの注意報が発せられてい  

る日の属する月のことをいうものであり、都道府県単位で判断するも  

のとするが、当該都道府県管内保健所の1箇所でも注意報が発せられ  
ている場合には、当該都道府県は流行期にあるも■のとする。   

2 基本診療科の施設基準等通知の第3の1（1）の規定にかかわらず、臨時的   

な対応として別途通知するまでの間、流行期において新型インフルエンザ患者   

の入院診療を行った保険医痴機関においては、月‘平均夜勤時間数については、   
流行期の間の2割以内の一時的な変動の場合には、変更の届出を行わなくても   

よいものとする。   

3 基本診療科の施設基準等通知の第3の1（3）及び（4）の裁定にかかわら   
ず、臨時的な対応として別途通知するまでの間、流行期において新型インフル   

エンザ患者の入院診療を行った保険医療機関においては、1日当た・り勤務する   
看誰挿及び准看誰師又は看護補助者（以下「看護要員」という）の数、看誰要   
員の数と入院患者の比率並．びに看誰師及び准看誰師の数に対する看護師の比率   

については、流行期の間の2割以内の一時的な変動の場合には、変更の届出を  
行わなくてもよいものとする。   

4 上記1から3の臨時的な取扱いを行う保険琴療機関においては、流行期にお   

ける新型インフルエンザ¢入院患者数について別新様式を参考として整理し、   

それに基づき基本診療科の施設基準等通知の別添7様式9を整理しておくこ   

と。   

5 由立感染症研究所感染症情報センターの発表するインフルエンザの注意報   
は、以下のHPにおいて毎週更新されるものであるため、保険医療機関におい   

ては留意すること。  

※国立感染症研究所感染症情報センターの「インフルエンザ流行レベルマップ」  

httpが／／has早eidoko．D）hl乱g9，jp／Hasseidoko／Levelmap／flu／index．html   

地方厚生（支）局医療指導課長  

都道一府県民生主管部（局）   

国民健康保険主管課（部）長  

都道府県後期高齢者医療・主管部（局）   

後期高齢者医療主管課（部）長  

殿  

厚生労働省保険局医療課長  

新型インフルエンザの流行に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて   
ト1  

現在、新型インフルエンザ（A／HINl）の流行に備え、都道府県等におい  

て重症化した患者の入院医療機関の受入体制の検討を行っているところである  
が、新型インフルエンザ患者を受け入れる保険医療機関においては、入院患者の  
一時的な急増や減員が新型インフルエンザに柿患することによる看護撒長の一時  

的な欠員などにより、地方原生（支）局に届け出ている入院基本料の施設基準を  
満たせなく．なるおそれがある。   

今般、′新型インフルエンザ患者を受け入れた保曝医療機関の診療報酬上の評価  

を適切に行う観点から、当該保険医療機関の入院基本料に係る施設基準について、  
臨時的な対応として下記のとやり取り扱うこととしたので、その取扱いに追凋の  

ないよう、食管下の保険医療機瀾に対し周知徹底を図られたい▼。   
なお、下記における「新型インフ／レエンザ患者」とは、新型インフルエンザ（A  

／HINl）ど診断された患者及び新型インフルエンザとの確定診断には至らな  
いがインフルエンザと診断された患者のことをいうものとし、「流行期」とは、  

国立感染症研究所感染症情報センターの r警報・注意報発生シス‘テム」により、  

インフルエンザの注意報が発せられている日の属する月のことをいうものであ  

り、都道府県単位で判断するものとするが、当該都道府県管内保健所の1箇所で  
も注意報が発せらノれている場合には、当該都道府県は流行期にあるものとする。   

また、下記の取扱いは、新型インフルエンザ患者を受け入れた保険医療機関の  

診療報酬上の評価を適切に行う観点から行うものであって、看護要員の労 

が適切であることが求められることは当然のことであり、例えば、非常勤職長を  
新たに採用するなど、看護要員の過重労働の防止に配慮すべきであることを申し  
添える。  
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（参考）  

○ 基本診療科の施設基準専及びその届出に関する手続きめ取扱いについて（抜粋）  

（平成20年3月5日保医発第0305002号）  

第1基本診療科の施設基準等  
基本診療科の施設基準等については、「基本診療科の施設基準等」（平成20年厚生  

‾労働省告示第62号）に定めるものの他、下記のとおりとする。  

2 入院基本料等の施設基準等は別添2のとおりとする。   

第3 届出受理後の措鑑等   

1届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険   

医横磯開脚等を行うものであること。また、病床数に  
著しい増減があった場合にはその都度届出を行う。  

ただし、次に掲げる部項についての一時的な変動についてはこの限りではないh   

（1）平均在院日数及び月平均夜卿  
間のl割以内の一時的な変軌】   

（2）医師と患者の比率については、暦月で3か月を超えない期間の次に掲げる範  

囲の一時的な変動  

ア 医療法に定める標準数を満たしていることが届出に係る診療科の算定要件  

とされている場合  

当該保険医療機関における医師の配置数が、医療法に定める標準数から1  

を減じた数以上である範囲  
イ 「基本診療科の施設基準等」第五のこの（2）、四の（2）及び六の（3）の場  

合  

常鞄の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た  

敷から1を減じた数以上   

（3）1日当たり勤務する看破師及び准看誰師又は宥誰補助者（以下「看護安貞」  

・上、⊥⊥⊥且＿五過盟主：l．」L』阻迫＿責⊥」．し⊥止こ■こ＿に五逓挫盟．こ逝去遥剋り吏  

下「看護職員」という。）の数に対する看護師の比率については、暦月で1か  

月を超えない期間の1割以内の一時的な変勅。   

（4）医療法上の許可病床数（感染症病床を除く。〕が100床未満の病院及び特別  

入院基本料を算定する保険医療機関岬こ当たり勤務する看誰要  
員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の故に対する看破師の  

鱒率については、岬1割以内の一時的な変働。   

（5）算定要件中の該当患者め割合については、暦月で3か月を超えない期間の1  

割以内の一時的な変動。  
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保医発0 915第2号  

平成21年9月15日  
」  

（6）算定要件中の紹介率及び逆紹介率については、暦月で3か月間の一時的な変  

動。  

（7）算定要件中の他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合については、  

3か月間（暦月）の平均実績がq割未満とならない範囲の一時的な変動。  

地方厚生（支）局医療指導課長  

都道府県民生主管都（局）   
国民健康保険主管課（部）長  

都道府県後期高齢者医療主管部（局）   

後期高齢者医療主管課（部）長  

殿  

別添2  

入院基本料等の施設基準等   

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準   

4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。   

（1）入院患者の数については、■次の点に留意する。  

ア 入院患者の数には、保険診療に係る入院患者のほか、正常の妊産婦、生母  

の入院に伴って入院した醸成な新生児又は乳児、人間ドックなどの保険外診  

療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当す  

る者とに明確に区分できない場合の患者を含むものであること。  

イ 入院患者の数については、届出時の直近1年間（届出前1年から6か月の  

間に開設又は増床を行った保険医療機偶にあっては」直近6か月間とする。）  

の延入院患者数を延日数で除して得た数とし、小数点以下は切り上げる。  

なお、届出前6か月の間に開設又は増床した病桃を有する保険医療機関に  

係る入院患者の数の取扱いについては、便宜上、一般病棟にあっては一般病  

棟の病床数の帥％、 

棟にあっては結核病棟の病床数の帥％、精神病梯にあっては精神病桃の病  

床数の100％とする。  

また、一般病棟に感染症病床がある場合は、届出時の直近1年間の入院患  

者数が0であっても、感染症病床数の5％をもって感染症病床に係る入院店、  

者の数とすることができる。  
ク 届出前1年の間に減床を行った保険医療機関については、減床彼の実績が  

3か月以上ある場合は、減床後の延入院患者数を延日数で険して得た放とす  

る。なお、減床後から3か月未満の期間においては、減床後の入院患者数と  

して届出を行うことができるものとするが、当該入院患者数が、 

月の時点での減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数を満たしていな  

いことが判明した．ときは、当該届出は遡って無効となり、変更の届出を行わ  

せること。  
エ病棟単位で算定する特定入院料、「基本診療科の施設基準等」の別表第三  

に規定する治療室、病室及び短期滞在手術基本料1に係る回復董に入院中の  

患者については、入院患者の数から除く。  

厚生労働省保険局医療課長  

新型インフルエンザに係る保険医療機関の時間外診療等について   
、‾ 貞  

新型インフルエンザに係る夜間の外来診療体制の確保については、別添の事務  

連絡において、「夜間の外来診療体制については、救急外来を設置する医療機関  
だけでなく、例えば、インフルエンザ題者の診療を行っている診療所に対して診  

療時間の延長や、夜間の外来を輪番制で行うことを求めるなど、地域の診療所等  
との連携を図ること。特に、小児患者の外来診療体制については、地域の小児科  

を有する病院だけでなく、地域の小児科診療所等との連携確保に努める」旨の依  
煩がなされているところであり、各地域においてはこれを踏まえた対応がなされ  
ているものと承知している。   

今般、このような取り組みを行っている保険医療機関の初診料及び再珍料の時  

間外加算等について、瞬時的な対応として別途通知するまでの間、下記のとおり  

鱒り扱うこととしたので、その取扱いに迫蘭のないよう、貴管下の保険医痴機関  
等に対し周知徹底を図られたい。  

記  

1 都道府県、保健所設置市、特別区からの依頼を受けインフルエンザ患者に係   
る時間外の外来診療を行っている保険医療機関については、r診療報酬の算定   

方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」・（平成20年3月5日保医発第0  
305001号）別添1第1章第i部第1節AOOO初診料の（11）のイの規定を適用   
しないものとし、同アにより時間外とされる場合であれば、時間外加算を算定   

できるものとする。   

2 上記1の取扱いは、再診料についても同様とする。  

13  ‾14   



【別添】  

事  務  連  絡  

平成21年8月28日  

3 都道府県、保健所設置市、特別区からの依頼を受けインフルエンザ患者に係   

る時間外の調剤を行っている嘩険薬局については、「診療部醐の算定方法の制   

定等に伴う実施上の留意事項について」（平成20年3月5日保医発第0305001   
号）別添3区分01調剤料の（10）のりの（ロ）の規定を適用しないものとし、同  

（イ）により時間外とされる場合であれば、時間外加算を算定できるものとする。  

衛生主管都（局） 御中  

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部   

新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等について  

平成21年第33過の感染症発生動向調査（8月21日公表）によれば、イ  

ンフルエンザ定点当たりの報告数が1．69となっており、流行開始の目安と  

している1．00を上回りましたので、インフルエンザ流行シーズンに入った  

と考えられ、新型インフルエンザ患者数が急速に増加することが懸念されます。   

このため、各都道府県、保健所設肥市及び特別区においては、「新型インフル  

エンザの流行シナリオ」（別添1）を参考に、下記の手順に従い重症者の発生に  

ついて確認の上、入院診療を行う医療機閤の病床数等について確認及び報告を  

いただくとともに、受入医療機関の確保や重症患者の受入調整機能の確保等、  

地域の実†削こ応じて必要な医墟提供体制の確保対策等を講じていただくようお  

願いします。   

なお、上記シナリオは、医療体制を確保するための参考として示す仮定のも  

のであり、実際の流行を予測するものではないことを申し添えます。  

記  

1．各都道府県においては、自都道府県における新型インフルエンザ患者や重   

症者の発生数等について、「新型インフルエンザの流行シナリオ」（別添1）、   

過去の季節性インフルエンザの流行状況等をもとに検討をお願いします。ま   

た、感染症発生動向調査のインフルエンザ定点当たりの報告数を注視すると   

ともに、都道府県内のインフルエンザの流行状況や対策等について医療機関   

等への情報提供をお願いします。   

2二‘各都道府県においては、新型インフルエンザ患者数が急速に増加した場合  
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に、重症者の受入調整等が行えるよう、次の（1）～（4）の状況について、   

確認及び報告をお願いします。  

（1）外来医療体制の状況（別添2－1）  

（2）入院診療を行う医療機関の病床数及び稼働状況用り添2－2）  

（3）人工呼吸器保有台数、穆働状況（別添2－3）  

（4）透析患者、小児、妊婦等の重症者の搬送・受入体制の確保状況（別添2   

－4）   

3．各都道府県、保俸所設置市及び特別区においては、新型インフルエンザ患  

考卿保のため、「新型  

インフルエンザに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供について」（別添   

3）御叶、て検討をお瞬いし   

き±。  

剋塾旦  

新型インフルエンザに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供について   

1∵ノ〔ンフルエンザ患者の外来診療の確保対熱こついて   

各都道府県、問ては、外来診療体制の確保の   

ため、欄   

（1）電話相談体制の拡充  

インフルエンザ患者数の急速な増加に備えて、発熱相談センターや小児   

救急電話相談事業（＃弓000）等の恵話相談体制の拡充（時間の延長、  

電話回線の増設等）を検討すること。   

（2）地域住民への呼びかけ  

外来診療体制を確保するため、救急外来時間帯等における緊急以外の外   

来受診を控えることや、電話相談窓口を活用することなどについて、地域  

住民に対して呼びかけること。   

（旦）嘩靡所等との嘩貌  
夜間の外来診療体制については、救急外軸ナでな   

く、例えば、インフルエこ／ザ魅者の診療を行っている診療剰こ対して診療   

時間の延長や、覇嘩壌   

所等との連携を図畔、埠   

域鱒灘倦  

に努めること。  

（4）医療従事者の確保   

インフルエンザ患者数が急速に増加するよう．な場合には、医療従事者を確   

保するため、隣県の医療機関に応援．を求めることや、必要に応じて、基礎疾   

患を有する者等である医療従事者に抗インフルエンザウイルス薬の予防投与   

を行うこと等について検討すること。  

2．インフルエンザ重症患者の入院医療機関の確保について   

各都道府県においては、インフルエンザ重症患者の入院医療機関の確保の   

ため、次の対策を検討すること。  

【照会先】  

厚生労働省  

新型インフルエンザ対策推進本部非務局  

医療班 FAX O3－3506－7332  
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【参考】  

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」（抜粋）  

（平成20年3月5日保医発第0305001号）   

別添1  

医科診療報酬点数表に関する事項   

第1章 基本診療料  

第1部 初・再診料  

第1節 初診料  

（11）時間外加罪  

ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実憶、患者の受診上の便宜等を  
考艦して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、そ  

の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降（士幌日の場合は、午前8時前と  

正午以降）及び休日加許の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険  

医療機関における当該休診日とする。  

ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医痴機関等、当該  

標宣勘こよることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以  

外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。  

イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医妹機関が常態として  
診療応需の櫨勢をとり、診鱒嘩関内と同様の岬ているとき  
は、時間外の妙とはしない。  

ウ 保険医療機関は診療時間をわカゝりやすい場所に表示する。  

エ 時間外加算は、保険医痴機関の都合（やむを得ない訴借の場合を除く。）  

により時間外に診療が開始された場合は節定できない。  

オ 時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外加罪の特例  
又は夜間・早朝等加罪については、算定しない。  

別添3  

調剤報酬点数表に関する事項  

区分01調剤料  

（10）調剤技術料の時間外加弟等  

ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料の100分の100、休日加算は  

100分の140、深夜加罪は100分の200であり、これらの加算は重複して算定  

できない。  

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎節（調剤基本料＋調剤料）には、基  

準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算並びに注■8に係る加算分は含ま  

れ、麻薬・向精神薬・党せい剤原料‥毒薬加罪、自家製剤加算及び計丑混  

合調剤加恭に係る加許分は含まれない。  
ウ 時間外加罪  

（イ）各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便  

宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱  

うこととし一、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加  

罪の対象となる休日以外の日を終日休英日とする保険薬局における当  

該休業日とする。  
（ロ）（イ）により時間外とされる場合においても、当吉亥保険薬局が常態と  

して調剤応需の態勢をとり、卿扱いで調剤を行っ  
ているときは、叩、。  

（ハ）時間外加界等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側  

及び外側のわかりやすい場所に表示する。  
（ニ）「注4」のただし謝こ規定する時l閏外加弟の特例の適用を受ける保  

険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における準急医療  

の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間にギける  

救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。  

（ホ）「注4」のただし吾に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」  

とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除  

し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を  

除いた時間をいう。  

第2節 再診料   

（3）再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例及び  

夜間・早朝等加算ク取扱いは、初診料の場合と同様である。  

（吟   
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中医協 謙一6  

21  9．1R  

（平成21年了月1日現在）   

社会保障審議会医療部会委員名簿  

第9回社会保障審議会医療部会（21．臥26）各委員の発言要旨   

Ⅰ 診療報酬関係   

1 4つの視点、「選択と集中」（全般）  

① 資料に「平成22年度改定の基本方針においても同様の構成とすることが考え  

られる」とあるが、これが4つの視点のことを指しているのであれば反対。この  

視点は、医療費削減の考え方に基づいた平成18年改定のときの視点だ。「医療  

を効率的に提供」というのは医療費を削減するという意味であり、「医療費の配  

分の中で効率化余地があると思われる領域の評価のあり方について検討」という  

のは財政中立という意味だ。（中川委員）   

② まさかマイナス改定はないだろうが、今までの方針を見直した方がよいのでは  

ないか。（水田委員）   

③ 4つの視点だけを見ると当然のように思われるが、18年の視点は乙200億円  

シーリングや▲3・16％など医療費を抑制するという考え方のもとで作られたも  

のなので、もう一度議論し直すべき。その後に各論の議論をすべき。（西澤委員）   

④ この当然ともいえる基本方針は、安易に変えるべきものではなく、医療サービ  

スの提供側がぶれずに常に意識しておくべきものであろう。その上で問題は、具  

体的な中身と評価だと思う。（堤委員）   

⑤ 健保組合は、最大で1800組合ほどがあったが、現在は解散する組合が多く、   

1500組合をきってしまった。22年度改定では／ミランスのとれた選択と集中  

といった観点から改定が必要。全体の底上げアップは受け入れられない。（高智  

委員）   

⑤ 基本方針の検証についての資料を出していただき、この検証の評価を踏まえた  

基本方針にすべきだが、前回に引き続きこの「視点」は必要。2回の改定だけで  

は改善できない。これに新たな視点を加えるかどうか。（小島委員）   

⑦ 4つの視点以外に、緊急課題も当然入れるべき。（村上委員）   

⑧「終末期医療」を含め、後期高齢者医療の診療報酬についても、医療部会で議  

論する必要がある。（小島委員）   

⑨「誰もが安心・納得して、質の高い医療を効率的に受けられる」という文言の  

中に、「どこでも」を入れたい。大都市でも中小都市でも地方でも、そのときど  

きに必要な医療を受けられるようにすることが重要だ。（竹嶋委員）   

⑩18年度に定められた基本方針について、確かにその当時とは情勢は変わって  

いるし、国民の意識も変わってきている。これを踏まえて、基本方針をどう変え  

ていくか。基本方針の中に目標を設定するという方法もあるだろうし、地域医療   

の崩壊を防ぎ、国民に安心、安全な医療を提供するといった視点もあるだろう。  

また、医療と介護との連携といった視点が足りない。（部会長代理）   

⑪ 救急医療の体制の確保のためにも後方支援は必要だし、急性増悪した在宅患者   
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側の評価がないため、この評価もされるべき。（加藤委員）   

⑦ 小児の在宅医療には看護師の研修が必要であり、そのための評価をすべき。ま  

た、在宅医療で用いる医療材料についても、訪問看護療養費などで評価してほし   

い。在宅医療の患者を受け入れる医療機関の体制の評価が必要。（加藤委員）   

⑧ がん、DPC、脳卒中のクリパス、在宅医療、看取り、疹痛緩和などについて  

も、小児をきちんと評価してほしい。（加藤委員）   

⑨ 子どもの心のケアについては、入院は評価が低い。外来も長時間、夜中まで対   

応している病院、診療所が多いので、評価が必要。（加藤委員）   

⑩ 日本では1歳から4歳児の死亡率が高いという資料にショックを受けた。問題  

点の所在を研究・調査して、何らかの手を打たないといけない。（高智委員）   

3 内科  

・外科医不足の話があるが、内科医も不足している。地方では、内科医不足のた   

めに病院を閉鎖している。入院料の引き上げが必要。（村上委員）   

4 外科   

① 外科医不足は深刻だが、40代の医師が沢山いるため、30代の医師が減って  

きているのがわかりにくい。一人前になるのに10年かかると言われており10   

年度が心配であり、修業が長いので希望者が少ない。（辿見委員）   

② 診療報酬点数表を外国人に見せると、安いと驚かれる。特に手術などの技術料   

が安すぎる。この状況を解決するには、どういう体制やチームで医療を行うか、   

を考えなければいけない。「物より技術、技術よりシステム」という視点が今後  

の診療報酬の考え方ではないか。（蓮見委員）  

5 在宅医療  

① 在宅医療も効率的に提供することが重要。暮らしを支える医療には、訪問看護  

のあり方がカギとなる。（薔藤（訓）委員）   

② 在宅歯科医療が重要だが、地域の医療関係者との連研が充分ではなく、認知度   

が低いといった課題がある。総合的な取組が必要。また、在宅患者に対する入院   

歯科医療の提供体制を十分確保することも重要。地域の受け皿となる医療機関の   

評価も必要。（近藤委員）  

6 有床診療所  

① 2年前の改定で、救急・産科・小児科を評価したが、その後方の受け皿となる   

べき一般の病院や、有床診、クリニックなどの評価は、財源の問題もありできな   

かった。特に有床診療所を活かしていきたい。（竹嶋委員）  

② 国民の病床に対する意識調査では、国民が考える最重点課題は、2006年で   

は救急医療体制の整備であったが、2008年では高齢者が長期入院する施設と  

なっている。（竹嶋委員）   

を救急医療に送らないで済むようにするためにも、訪問看護と併せて在宅医療の  

充実が重要。（部会長代理）   

⑫ 提出資料にあるように、医療の質や医療安全の推進、医療の「見える化」のた   

めの診療報酬の配分や、医療の均てん化のために、医師不足の地域には係数をか  

けるなどの制度も必要であると考える。（海辺委員）   

⑬ 10年20年後の医療のあるべき将来像を考えるべき。その際には、平成20   

年6月26日に日本学術会議から要望された「信頼に支えられた医療の実現一医  

療を崩壊させないために－」を考慮すべき。（海辺委員）   

⑭ 診療報酬改定の目標を提示しなければならない。改定によって、不採算部門は   

採算が取れるようになったのかをまず検証し、採算が取れていても勤務医の過重  

労働が解消されない場合は、診療報酬だけではなく、別の対策も講じる必要があ  

る。検証の結果をみても、勤務医の労働環境は改善するよりむしろ悪化しており、   

個別目標を立て必要な対策を講じないといつまで経っても同じである。、（海辺委   

員）  

⑮ 基本方針の実施状況で、様々な点数を新設や充実したというが、どれだけ効果  

があったのか疑問。医者は増えたのか、奪い合いが起こっているのではないか。  

アウトカムが見えない中で、読論を行うことはできるのか。（水田委員）   

⑯ 平成20年度の基本方針への対応状況の資料には、平成20年度改定によって   

取り入れられた各評価の実施状況が記収されているが、むしろ、診療報酬改定が  

サービス水準にどう結び付いたのか、治療の結果はどうだったのか、といったア  

ウトカム評価が重要である。できれば地域ごとにそれぞれの状況に応じた評価軸  

を作れればいいが、なかなかそれは難しいだろう。（堤委員）  

2 救急・産科霊／ト児科医療  

① 救急・産科・小児科への対策が指摘されているが、平成17年度、平成19年   

度の議論の時にも、同じような汚料が出ている。3年経ったらそれなりの成果が   

出てもよいのではないか。（海辺委員）   

② 「救急・産科り」、児科」だけで十分なのか、不採算となっている部門はどこな   

のか。どこの診療科も大変なのではないか。（海辺委員）   

③ 「救急・産科り」、児科だけでよいのか」という意見に賛成。（中川委員）   

④ 救急の評価、特に小児の救急の更なる評価が必要。年齢が低いほど、技術に習   

熟度が必要で時間もかかる。大人以上にマンパワーが必要。′J、児救急の受け皿も   

必要。（加藤委員）   

⑤ ハイリスク分娩の評価があるが、それに付随して新生児にも同様のリスクがあ   

る。新生児医療の体制も十分な評価が必要。（加藤委員）  

⑥ 小児救急で、医療機関の医師が患者を受け取るために他の医療機関に出向いて   

いって、搬送中から医療が行われる事例があるが、この際の出向いていくことの   

評価の更なる見直しが必要。さらに、出向く側だけでなく、出向いて受け取った  



補助者も評価できないか。（棄藤（訓）委員）   

③ 勤務医の負担軽減を含めてチーム医療にどう取り組むか。また、どのような形  

でそこに薬剤師が関わっていくかが重要。まずは仕組みを考えないと、薬剤師が  

入っていけない。すぐに診療報酬で評価するのは難しいかもしれないが、医薬品  

の供給体制についてどうあるべきかを考えることが必要。（山本（信）委員）   

9 薬事制度・後発医薬品   

① 日本で未承認の医薬品を緊急に承認できるようにすべき。こういった薬価制度  

のあり方についても検討するべきではないか。（′ト島委員）   

② 未承謬、効能追加の医薬品の迅速かつ安全な形での保険適用について、きちん  

と政策として位置づけなければならない。（山本（信）委員）   

③ ジェネリック医薬品について、差額通知システムの導入を進めているが、実際  

に行動に移す患者さんのジェネリックへの不安を解消しないといけないため、国  

がイニシアティブをとってほしい。（高智委員）  

10 その他   

① 今回、緊急的な措置として、補助金によって対応している部分があるかと思う   

が、補助金による措置はいっまでも続くものではない。診療報酬によって重点的   

に評航すべき分野をしっかりと議論する必要がある。（堤委員）   

② 慢性期疾患の重症化の予防は、充分な成果があがっていない。さらなる支援シ  

ステムが必要。（辻本委員）   

③ 医療の見える化、透明化・公平性の観点から言うと、病院と診療所の再診料が   

同一の医療サービ．スで異なる価格となっているのは説明できない。真っ当な考え   

方で整理をしてほしい。（高智委員）  

③ 有床診療所は現在、約11，000施設にまで減ってきており、このままでは  

崩壊してしまう。有床診の入院基本料は2，800円というものもあり、安すぎ  

る。有床診は、24時間の緊急時の対応の中で、入院施設としても、在宅医療支   

援などいろいろな機能を担っている。貴重な医療資源を活用すべきである。（竹   

嶋委員）   

④ 今後、医療提供体制を議論するこの医療部会で、もっと有床診療所の位置づけ  

を議論していきたい。人員配置基準も病院とは別にして、診療報酬体系も別にう  

くるべきである。（竹嶋委員）   

⑤ 有床診療所の入院料を病院並みにしても、本当にそれだけでできるのか。どう   

いう役割を担うかを考えないとできないし、国民の意識も変える必要がある。（部  

会長）  

（む 有床診療所について意見があったが、様々な役割がありひとくくりにはできな   

い。機能を明確にする必要がある。病院の機能についても明確化を求めていきた  

い。（渡辺委員）  

7 歯科医療  

（D 少子高齢化により、児並の虫歯は減ったが高齢者の疾患は増加。骨太2009に   

記俄されている8020運動の推進が重要。また歯を積極的に残すための治療技術   

の評価と同時に歯の欠損等に対する治療技術に対する評価が重要。歯科医療は命   

に直接関係はないかもしれないが、生活を支える医療、生きる力を支える医療で   

あり、安全、安心の医療のためには欠かすことはできない。20年度の基本方針  

と同じ観点から、22年度の基本方針においても盛り込んでほしい。（近藤委員）  

② 口腔ケアは、小児にとっても重要である。歯のない乳幼児のケアや在宅口腔ケ   

アなど、歯科医師に是非ご協力をいただきたい。（加藤委員）   

③ 歯科医療は、」、児であれ高齢者であれ、研修は整いつつある。小児医療機関と   

の辿助を図っていきたい。（近藤委員）   

④ 歯科の診療報酬が低いのには斯いている。見直しが必要。障害児の歯もしっか  

り診察してもらっている。（水田委員）  

8 チーム医療   

① 患者の状態の悪化を防止することが重要。視点でいえば、効率的な医療の提供   

に該当するのではないか。医療機関間の連携も必要だが、感染症対策や合併症の   

予防など、医療機関内で行えることもある。そのためには、看護師が患者の状態   

を評価し、その後の状態変化の予測に基づき、看護を実践することが必要だが、   

高度な判断が必要。専門看護師や認定看護師は増えており、そのような看護師が   

いる病院では回復が早まっているという事例もある。専門看護師、認定者講師の   

配置についても、方向性として明確にしてほしい。（斎藤（訓）委員）  

② 勤務医対策として、看護師ができることは前向きに行っていきたい。そのため   

にも、看護補助者も含めた役割分担の視点が必要。事務クラークのように、看護  

1  

Ⅱ 診療報酬以外  

1 議論の進め方   

① 平成20年度改定の時の資料を見てみると、中医協には、基本方針がまとめら  

れる前の8月に基本的な考え方が伝えられ、医療部会と中医協が平行して議論を  

行っている。こういった方法だとどこに責任があるかがわからない。大臣への諮  

問の前に、基本方針との整合性を検証するべきではないか。（海辺委員）   

② 議事進行について、あらかじめ次回の論点を提示し、各委員が責任を持って意  

見を提出することが必要。出された意見は、部会長の権限で優先順位をつけて議  

論する。また、有志でのWGの設置も検討すべき。（海辺委員）   

③ 前回あった「医療の提供体制に関する審議も行われるべきである」という意見  

に賛成。その際には、医療現場が大変であるということを裏付ける客観的なデー  

タが必要であり、タウンミーティングを行うなど、国民の意見を反映させる仕組   

∃  



みも作るべき。（海辺委員）   

④ 基本方針を議論するには、他の検討会で指摘されている事項が医療部会に上が   

ってきて、その整合性を見なければならない。（海辺委員）   

⑤ 出身団体の利害にとらわれないのは当然。（海辺委員）  

2 医療への住民参加   

① 医療への地域住民の参加についての支援策を考えてほしい。ボランティアの養   

成講座などを行っているが、ボランティアを受け入れる医療機関側の意識が欠如  

している。インセンティブを考えてもらえないか。（辻本委員）   

② 医療への地域住民の参加は大賛成。コンビニ診療を減らすべき。各地域の医師   

会などと協力して行っていくべき。（速見委員）   

③ サッカーや野球のようなファンクラブが、なぜ医療界には存在しないのか。医   

療の見える化や、健康教育を行うなど、医療を生活の真ん中に持ってくるべき。   

（遠見委員）  

3 その他   

① 本日の東京新聞の朝刊に「地域の急患連携に加算」という記事が出た。こうい  

った現場を一喜一憂させるような記・事が減るようにしてほしい。（中川委員）   

② 「「社会保障国民会誌最終報告（平成20年11月4日）」は尊重されるべきも   

のではあるが、こ甲とおりの改定が行われることが決定されているものではない」  

という予ことを聞いて安心した。（中川委員）   

③ 今回の介誠報酬改定や、補正予算の補助金で、介護料員の給与を上げるという   

話があるが、同じ病院において、介護の方の職長だけ給与を上げ、病桃に勤務し   

ている同じ介護職員（看護助手）の給与を上げないという理屈はなく、経営がし  

にくくなる。24年に同時改定があるので、そこでは盟合性をとって改定をして  

ほしい。（日野委員）   

④ 触保連では、医学部の学生に対して保険経済についての課外授業を行うことが   

あるが、学生からは、保険経済について勉強する機会が欲しいという声がある。   

医学部のカリキュラムを見直して（厚労省・文科省間の連携）、こういった講義  

も加えてはしい。（高智委員）  

社会保障審議会医療保険部会 委員名簿  

平成21年7月15日現在   

○磯部 力   岩月 進  
岩村 正彦  

岩本 康志  

※ 達見 直人  

大内 尉義  

岡崎 誠也  

※ 神田 真秋  

見坊 和雄  

小林 剛  

斉藤 正憲  

坂本 すが  

多田 宏  

対馬 忠明  

西村 周三  

※◎糠谷 真平  

樋口 恵子  

藤原 淳  

※ 山本 文男  

横尾 俊彦  

渡辺 三雄  

立教大学法学部教授  

日本薬剤師会常務理事  

東京大学大学院法学政治学研究科教授  

東京大学大学院経済学研究科教授  

日本労働組合総連合会副事務局 

東京大学大学院医学系研究科教授  

全国市長会国民健康保険対策特別委員長、高知市長  

全国知事会社会文教常任委員会委員長、愛知県知事  

全国老人クラブ連合会相談役・理事  

全国健康保険協会理事長  

日本経済団体連合会社会保障委員会医療改革部会長  

日本看護協会副会長  

国民健康保険中央会理事長  

健康保険組合連合会専務理事  

京都大学副学長  

独立行政法人国民生活センター顧問  

高齢社会をよくする女性の会理事長  

日本医師会常任理事  

全国町村会会長、福岡県添田町長  

全国後期高齢者医療広域連合協議会会長、佐賀県多久市長  

日本歯科医師会常務理事  

（注1）※は社会保障審議会の委員、他は臨時委員。   

（注2）◎は医療保険部会長、○は医療保険部会長代理。  
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うし、考え方を見直すべきだと思う。今後はその変化を踏享えて、議論していく  

必要がある。（樋口委員）   

⑫ 今回の資料についても、財源については触れられていない。マクロの総額は政   

治レベルで決められるが、それによって、この方針の実現度が決まる。プラス改   

定にならなかった場合に向けて、財源についてもこの場で踏み込んで議論すべき。   

メリハリ、切り込む分野についてしっかり書くべき。マイナスシーリングの場合、   

どこかを削って他の場所に付けるが、そのような形で切り出すことが必要ではな  

いか。（岩本委員）   

⑬ ■「選択と集中」は、10年先を見て手を打つべきだ。日本の産業構造が変わっ   

てきており、雇用イコール利益という関係ではなくなっている。将来的に県ごと   

に医師の必要数がどうなるのか、雇用数がどうなるのかといった数字をつめてい  

かないといけない。（西村委員）   

⑭ 基本方針について、改定の「視点」と「方向」という観点はあるが、「量」と   

いう観点が抜けている。（藤原代理人・経団連）   

⑮ 基本方針にある「患者から見てわかりやすく、患者のQOLを高める医療の実   

現」はもっともなことだが、こういった審議会で通り一遍の議論をするというや  

り方で良いのか。1桁違うお金をかけて検証を重点的に行うといったことが必要   

なのではないか。（西村委員）  

2 救急・産科一小児科  

① 救急、産科、小児科は、過去の改定でそれなりに評価をしているが、これでも   

解決しないのなら、もっと根本的な見直しが必要なのではないか。これは医療シ   

ステムの構造的な問題であり、後方病床を整備して流れを良くしなければならな   

い。中小病院、恨性期医療、有床診療所、無床診療所、在宅医療などが資料でも   

触れられていないが、迫憾だ。夜間対応している有床診療所が減少しているのは   

髪膚すべきことだ。（藤原委員・日医）  

② 救急、産科、小児科などは体制整備が必要。診療報酬の加算などで誘導するの   

ではなく、体制を整備したことを評価するという順序で対応すべき。公費・補助   

金などの充実によって医療機関が質の高い必要な体制を確保できる仕組みを別   

にしっかり稲築した上で、その体制を整えた医療機関を診療報酬で評価する仕組   

みとすべきである。診療報酬を取らせるために算定要件を緩和するなど、本末転   

倒になってはならない。（蓮見委員）  

③ 救急の流れをスムーズにするようなサポートシステムを評価してはどうか。患   

者はかなり悩んでから救急にかかっているため、患者からの悩みや相談を受けて   

適切に救急医療を行う病院、地方にあり患者の家から遠いとしても、次の病院に   

適切にコーディネートしている病院、在宅医療へのつながりの仕組みをもってい   

る病院は、評価していくべきだ。こういった救急の入口から出口の流れを支える   

システムを看護師を活用してやっていきたい。（坂本委員）  

第33回社会保障審議会医療保険部会（21．8．27）各委員の発言要旨  

Ⅰ 診療報酬関係  

1 4つの視点、「選択と集中」（全般）   

① 「選択と集中」は格差社会の継続につながるものだ。選択と集中によって中核  

病院のあった二次医療圏に小児科医がいなくなるなど、医療機関の連携が分断さ  

れている。地方は過疎化していくため、身近なところで適切な医療を提供できる  

よう、地域にあった医療提供休制が必要だ。（藤原委員・日医）   

② 「選択と集中」は社会保障国民会議最終報告にあるもので、改定内容として決  

定しているものではないため、これを進めていくというのであれば、きちっとス  

テップを踏んで欲しい。（藤原委員・日医）   

（∋ 4つの視点は賛成。（岩田参考人）   

④ 20年度改定の4つの視点と緊急課題について、この2年間でどの程度改善し  

たのか検証が必乳解消には至っていないだろうから、次回もこの視点等を継承  

していく必要がある。（蓮見委員）   

⑤ 4つの視点は継続すべきである。「選択と集中」という考え方を継続するとと  

もに、地域医療の連携強化についても併せて検討する必要がある。（藤原代理人・  

経団連）   

⑥ これまでの医療費の伸びの抑制の考え方が見直されてきていることを改定に  

も盛り込んでいく必要がある。しかしながら、効率化は必要であり、効率化して  

本当に必要なところに財源を充てていくことが必要。（蓮見委員）   

⑦ 改定の4つの視点にあるように、メリハリをつけることはいかなる時代におい  

ても重要なことだ。保険者財政も国民の経済状況も厳しい。（対馬委員）   

⑧ 協会けんぽの財政状況も深刻な状況にあり、基本方針の検討に当たっては、保  

険財政を十分踏まえて改定を行うことについて、きちんと位置づけるべき。保険  

料負担の増大につながるような診療報酬全体の引き上げを行う状況にはなく「選  

択と集中」の観点から補助金も活用しながらメリハリをつけることが必要である。  

（／j、林委員）   

⑨ 4つの視点に書かれていない点を2つ付け加えたい。1つは「医療の見える化」  

「IT化の推進」であり、もう1つは病院と診療所の再診料の格差解消の問題で  

ある。（対馬委員）   

⑳ 疾病の予防にインセンティブをつけるべきだ。例えば口腔ケアをきちんと行っ  

た場合、誤癖性肺炎の発症声ミ半分になるというデータがある。こうしたエビデン  

スがあるものについては、診療報酬をつけるべきだ。（大内委員）   

⑪ これまでは、「医療費の抑制」が審議会に臨む大前提だった。医療費に無駄が  

あることは承知しているが、諸外国に比べれば低い。負担も低ければ給付も低い。  

高齢者は治療に費用がかかるが、高齢化率が20％を超えるのは日本のみで、こ  

れから増えていくことが明白なのも日本のみ。増える給付費を負担すべきだと思  

■す  
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④ 在宅歯科医療は、医師や家族との連携と周知が不足している。そのため、ニー   

ズが把握できていない。また、診療の困難さと実情を踏まえた評価が必要。（渡   

辺委員）  

⑤ 口腔ケア後の手術が効果的といったデータもあり、口腔ケアの評価の必要性を   

感じている。（渡辺委員）  

3 プライマリケア  

（D ヨーロッパではプライマリケア医がしっかりとそれなりの機能を果たしてい  

る。日本でもプライマリケア医が対応できる患者が相当いるに違いない。そのよ  

うな人が大病院の外来に救急車で運ばれるケースが増えている。そこを変えない  

といけない。開業医にもがんばってもらいたい。それを踏まえて、診療報酬も作  

り直してほしい。これから増える高齢者を大病院の外来で受けるようにしてはい  

けない。診療報酬だけの問題ではないが、前向きに積極的に取り組んでほしい。   

（多田委員）   

② 開業医はプライマリケアを行うべきという意見があったが、メディアスのデー  

タを見ると、診療所への受診は減っていないし、はしご受診も行われているとは  

言えない。（藤原委員・日医）   

③ 患者が、大病院なら信用できるという気持ちを強く持っているということを医   

者が認識していないというのには驚いている。高齢者は心身に多種類の不都合を  

もって生活するのだが、勝手に大学病院や専門病院にどんどん流れていくのは問  

題だ。その際にアドバイスをできる身近な医者との関係をしっかり作っていくこ  

とが必要。ここがしっかりしないと、これからの半世紀、1世紀の日本の医療は  

もたない。（多田委員）   

④ 医療のデータを見るときには注意が必要で、いくら医療費が使われたかという  

データからは、医療サービスに対する満足度は読み取れない。（岩本委員）  

4 心身の特性を踏まえた医療   

① 「高齢者の心身の特性を踏まえた医療の提供」とあるが、高齢者は医療機関に  

かかりにくくなっている。院内処方は減り、薬局まで薬を取りに行かなければな  

らなくなっている。患者の負担を考えるなら、院内処方を増やすべき。処方せん  

も4日で期限が切れてしまう。（樋口委員）   

② 介護との連携も見通しながら、「高齢者の心身の特性及び家族や地域生活の環   

境変化を踏まえた医療の提供」が必要。（樋口委員）  

5 歯科医療  

（》 安全・安心の生活を支えるために歯科医療が重要。骨太2009において8020運   

動の推進が記載されている。これは平成元年から提案して行ってきたもの。高齢   

者の50％を目標にして、QOLの高い社会を目指す所存。（渡辺委員）  

（∋ 歯科は、長年にわたり一般医療費の中で伸びが低い。8020運動の促進には、   

ヘルス事業だけでなく、歯の保存と口腔の機能を維持する歯科医療の充実が必要。   

重症化予防も必要だが、まだまだ不十分。（渡辺委員）   

③ 歯科医療の特性、臨床実態を踏まえた技術の評価が必要。小児期から高齢期ま  

でライフステージに沿った健診、治療、管理が必要。小児期においては、正常な   

発育を支援する観点からも重要だし、在宅歯科医療も求められている。（渡辺委  

員）  

6 チーム医療   

① 医療が複雑化しており、それぞれの職種がそれぞれの役割を発揮して連携しな   

いといけない。医療関係者が増えると非効率になっていくというものではないの  

ではないか。（岩月委員）   

② 医師を増やすと言っても、人の数には限界があり、またすぐに対応できるもの   

でもないので、看護師や薬剤師や栄養士など、様々な職種の役割分担を明確にし   

ていくことが重要。また、医療職種以外の職種もこれに入れていくことが重要。  

こうした視点を載せるようにしてほしい。（坂本委員）  

7 後発医薬品の使用促進等   

① 基本方針にある効率化の関連で、後発医薬品の促進については、処方せん様式   

を変えたりしたが、まだ十分には進んでいないという認識だ。追加的な対策を行  

っていくべき。（小林委員）   

② 後発医薬品の使用促進も必要。安全性に問題がないというメッセージ、周知  

が不十分。（蓮見委員）   

③ 後発医薬品の使用促進の試論と一緒に、革新的新薬の議論も併せて行って欲  

しい。（藤原代理人・経団連）  

8 その他の診療報酬   

① 「同一のサービスは同一の点数」という公平性の観点からも、病院と診療所の   

再診料は同じ点数が基本であり、それなら患者も納得できる。（対馬委員）   

② 再診料の病診格差の話が出たが、これはキャピタルコストを病院の方がより薄  

く広く乗せることができるためである。（藤原委員・日医）  

③ 病診格差については、患者の行動原理に影響が出るものであり、機能分化の推   

進のためにも、是正が必要。（蓮見委員）  

④ 愛知県でも勤務医が少なく過重労働が問題になっている。医療クラークの点数   

を新設していただき評価をしているが、もっと使いやすい制度にしてもらえると   

ありがたい。（岩田参考人）   

⑤ 医療の標準化が進んでいるものは、包括化が必要。（達見委員）  
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9 診療報酬と補助金   

① 医療提供体制の整備を、診療報酬による手当のみで行うには限界があるため、 

補助金・公費による手当について、地方自治体のお金も含めて検討すべきである。   

（藤原代理人・経団連）  

② 診療報酬と医療提供体制が関係しているのは確か。診療報酬のカP算で、提供体   

制や医療機関の行動に影響を与える部分はある。大きく変わったのは、地方分権   

が進み、補助金が一般財源化されたこと。地域が一般財源を使って医療提供体制   

を整える方針に変わっている。その中で、診療報酬がどこまでやるべきか。医療   

提供体制の責任主体のあり方の変化を踏まえて、診療報酬での対応のあり方を改   

めて考えてみないといけない。診療報酬、一般財源、補助金の配合で、各地域に   

合った対応が必要。（岩村委員）  

Ⅱ 診療報酬以外  

① 高知県には療養病床が一番多い。療養病床の新型老健などへの移行の方針は、  

当初の極端な方針からゆるやかになってきてはいるが、いわゆる医療難民をださ  

ないように慎重な取扱いを要望したい。（岡崎委員）   

② 4つの視点はそのとおりだが、現実的なところが欠けている。救急医療を担う  

医師が不足しているのが地域の実態。医師が偏在しているのではないか。小さな  

医療圏の患者を他の医療圏では受け入れてくれない。医療圏間の協定が必要だが、  

簡単にはいかない。診療報酬だけでどうにかなるかは疑問。医師の適正配鑑が重  

要。（山本委員）   

③ 公立病院はなぜ赤字になるか。地方は高齢者が多いが、高齢者は様々な診療が  

必要であるため都市部の病院に行ってしまい、患者がいない。大学による医師派  

遣が必要。医師偏在が生まれないようにしないといけない。（山本委員）   

④ 過疎化、高齢化は地方都市で起きている。医師を1．5倍にしてもそういった  

地方に配置されなければ問題は解決しない。（西村委員）   

⑤ 生活保護が急激に増えているのは大都市部。これは単身高齢者の増加が原因。  

高齢化により都市部で急激に高齢者が増えることを考えれば、地方も大変だが、  

大都市部の急速な高齢化が一挙に医療費を押し上げることに留意しなければな  

らない。（岡崎委員）   

⑥ 高額療養費は複雑であり、見直しが必要。（達見委員）  

除1  

G）   




